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Ⅰ．はじめに

近年，全国各地で地震災害や水災害，火山災害
などあらゆる自然災害が頻発し，甚大な被害が発
生している．今後も気候変動の影響によって特に
水災害のさらなる激甚化・頻発化が懸念されてお
り，防災の取り組みだけでなく，発災を前提とし

つつ被害を最小化するための減災の視点に基づく
取り組みが求められている 1）．保健医療福祉分野
でも“防ぎえた死”である災害関連死への着目が
高まり，減災に資する平時からの予防的視点に
立った対策の充実が求められている．そのために
保健医療福祉の各分野に携わる看護職の責務は大
きい．

〈研究報告〉

日本の看護学学士課程で教授される災害看護に関する
教育内容の傾向

― シラバスの分析から ―

小寺　直美＊，多次　淳一郎＊，森　和真＊＊

Trends in disaster nursing education content taught in 
nursing degree programs in Japan; Through syllabus analysis

Naomi Kotera＊ , Junichiro Taji＊ , Kazuma Mori＊＊

要　　約

日本の看護系大学の学士課程における災害看護教育の内容の特徴を，各大学が公表するシラバスを用い
て概観することを目的に，日本看護系大学協議会加入校の 30％にあたる 91校を無作為に選定し，うちWeb
上でシラバスを入手できた 90校を対象に分析を行った．全校で災害に関する内容が扱われており，総計
118科目で取り扱う教育内容を看護学教育モデル・コア・カリキュラム（以下，MCC）を基にした 35項
目の教育内容に整理・分類した．結果，取り扱う割合が高かった教育内容は，〈被災者のストレスと心のケ
ア〉が 62校（68.9％），〈TTT（トリアージ ･治療 ･搬送）〉が 67校（67.8％），災害サイクルにおける〈急
性期の看護〉が 57校（63.3％）の順であった．一方で 18項目は扱う学校数が 25％以下であった．この結
果より，日本の看護学学士課程における災害看護教育は国家試験出題基準の項目を中心としながら，多様
な内容が扱われており，現状で標準的な教育内容の確立には至っていない．感染等の今日的な課題をふま
え，学士課程で扱う災害看護教育の内容の精選に向けた検討を進めていく必要性が示唆された．．

Key Words： 看護学学士課程（Nursing degree programs），災害看護（Disaster Nursing），シラバス
（syllabus），教育内容（Education content）
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2009年に国際看護師協会と世界保健機関によ
り公開された災害看護コンピテンシー枠組み（初
版）において，看護職には災害発生時，トリアー
ジ・オフィサー，ケア提供者，ケアやサービスの
コーディネーター，情報や教育の提供者，またカ
ウンセラー等の重要な役割を求められている．そ
して，災害時に保健医療のシステムや医療サービ
ス提供を機能させるためには，迅速かつ効果的に
サービスを提供できる基本的な災害看護のコンピ
テンシーまたは能力を兼備しておく必要性 2）が指
摘されている．
わが国の看護基礎教育課程における災害看護に

関する教育の動向をみると，2008年の保健師助産
師看護師学校養成所指定規則の改正において，臨
床実践に近い形で災害看護を学習し知識・技術を
統合させるため統合分野として「看護の統合と実
践」が設けられた．この科目群の一つとして，災
害直後からの看護実践に必要な基礎的知識の理解
が掲げられている 3）．また，文部科学省が示す学
士課程における看護学教育モデル・コア・カリキュ
ラム（以下，MCCと略す） 4）において，災害看護
はケア環境とチーム体制整備に関する実践能力，
地域ケアの構築と看護機能の充実を図る能力につ
いての教育内容の一つとして位置付けられている．
そして具体的な学習内容として，自然災害，人為
的災害（放射線災害を含む）等の多様な災害に関
して，災害発生に備えた心構えと看護の方法を学
び，平時からの備え，発災時の被災者への看護に
必要な知識を学ぶことが示され，被災者及び防災
集団への災害看護活動の在り方について理解でき
ることを求めている 3）．
このような背景をふまえ，看護系大学の学士課
程における災害看護に関する教授内容の充実への
社会的要請は大きいと考える．しかし，看護師国
家試験の出題基準における災害看護の取り扱いは
限定的であり，養成校の裁量によるところが大きく
質量両面で学校間の差が大きい．松本らの調査で
は看護系大学の中で「災害看護学」を科目として
取り組んでいる大学が少なく 5），また清水らの調査
では学士課程において災害看護学を単独科目とし
て設置している学校は半数強であるものの，必修

科目としている学校は 30％内に留まっていた．ま
た，教育内容は災害サイクルに基づいて，個人と
地域の両面から看護を提供することができるように
なるための基礎的知識の比重が置かれていた 3）．
これらより，看護基礎教育における災害看護に
関する内容の教授の充実が求められている一方で，
現状はその取扱いには幅があることが推察される
ものの，その実態は明らかにされていない．そこ
で，看護系大学の学士課程における災害看護に関
する教育内容を，各大学が公表するシラバスを用
いて概観することを目的として本研究に取り組む
こととした．

Ⅱ．研究方法

1.　対象校とシラバスの選定

本研究は各大学のWeb上で公開されているシラ
バスをデータ源とした．
日本看護系大学協議会のホームページに 2024
年 7月 19日にアクセスし，掲載されている会員
校一覧をもとに，2021年度以降に開設された学校
を除外した 299校を対象とした．国立大学ならび
に省庁設置大学校（44校）・公立大学（51校）・
私立大学（204校）の設置主体別に分類し，それ
ぞれの 30％にあたる学校数を定め，その数分の大
学を無作為に選択した．なお，対象校を選定する
際，2022年度以降に開設された大学は，2024年
度時点で完成年度とならず，調査時点で災害看護
が未開講である可能性を考慮し，抽出された場合
は当該大学の次に記載されている大学に対象を変
更した．最後に，選択した大学のホームページか
ら公開されている 2024年度の学士課程シラバス
から災害看護で検索し，1単元以上が含まれる科
目のシラバスをダウンロードした．

2.　分析方法

シラバスの記載内容から，開講年次，必修・選
択の別，講義・演習の別の情報を抽出し，単純集
計を行った．
シラバスの各単元の学習内容を，MCCで定め
る 11個の学習項目 4）に含まれる内容をもとに著
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者 3名で検討，選定した学士課程での災害看護教
育内容 35項目（表 1）のいずれに該当するか分類
した．35項目の設定にあたっては，災害看護を病
院等での医療だけでなく災害時の要配慮者支援等，
地域での支援までを含むととらえ，古屋ら 7）等の
関連研究での知見も踏まえ項目の一部を追加した．

なお，1つの単元に複数の分類が該当する場合は
それぞれ 1項目として扱った．教育内容の各項目
について，実施数を分析対象とした全学校数で除
し，実施率を算出した．
上記の教授内容のいずれにも含まれない項目は
その内容別にカテゴリ化を行った．

表 1　看護教育モデル・コア・カリキュラムの分類に基づく教育項目
大分類 中分類 中分類に基づいて選定した教育項目

自然災害，人為的災
害（放射線災害を含
む）等，災害時の健
康危機に備えた看護
の 理解

災害の種類や災害サイクル，地域防災計画，
支援体制について理解できる．

災害の種類
災害サイクル
地域防災計画
災害時支援体制

災害時の医療救護活動のフェーズ（超急性期，
急性期，亜急性期，慢性期，静穏期）と各期
の看護に ついて理解できる．

超急性期の看護
急性期の看護
亜急性期の看護
慢性期の看護
静穏期の看護

被災状況や放射線災害が及ぼす健康影響につ
いて把握する方法を理解できる．

被災状況が及ぼす健康影響を把握する方法
放射線災害が及ぼす健康影響を把握する方法

災害時の医療救護活動の基本である CSCATTT
について理解できる．

Command and Control・Safety・
Communication・Assessment（CSCA）
Triage・Treatment・Transportation（TTT）
Health care Triage・Helping Hand・
Handover（HHH）

災害拠点病院，災害派遣医療チーム， 災害派
遣精神医療チーム，日本医師会災害医療チ ー
ム，災害時健康危機管理支援チーム，災害援
助対応チーム，日本栄養士会災害支援チーム
と看護の役割を理解する．

災害拠点病院
災害派遣医療チーム（DMAT）
災害派遣精神医療チーム（DPAT）
日本医師会災害医療チ ーム（JMAT)
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）
災害救助対応チーム（DART)
日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）

災害時の安全なケア
環境の提供の理解

災害看護活動の場（救護所，避難所，福祉避
難所，仮設住宅，被災した医療施設等）にお
ける食事， 排せつ，睡眠，清潔，環境といっ
た生活への援助，身体的・精神的健康管理に
ついて理解できる．

救護所での看護
避難所での看護
福祉避難所での看護
仮設住宅での看護
被災した医療施設での看護

要配慮者，避難行動要支援者への看護につい
て理解できる．

要配慮者への看護
避難行動要支援者への看護

被災地域の人々，多職種との連携・協働によ
る看護の必要性や方法を理解できる．

被災地域の人々との連携・協働
多職種との連携・協働

災害周期の変化に対応しながら多職種，地域
の人々との連携・協働の上，安全なケア環境
提供を継続 する必要性を理解できる．

多職種連携

地域住民との連携

二次災害の発生と危険について理解できる． 二次災害について

被災者，救護者のストレスと心のケアについ
て理解できる．

被災者のストレスと心のケア
救護者のストレスと心のケア

その他 その他 その他
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上記の分析過程は著者 3名で相互確認しながら
進め，客観性の確保に努めた．

3.　倫理的配慮

本研究で用いたシラバスはWeb上で公開されて
いるものに限定しているが，大学・作成者の著作
権を脅かさないよう，大学や教職員等の個人を特
定し得る情報はすべて匿名化して取り扱った．

Ⅲ．結　　果

日本看護系大学協議会会員校（2024年 4月 1
日現在）299校の 30％にあたる 90校を無作為に
抽出後，すべての設置主体区分が含まれるよう追
加を行い合計 91校についてシラバスを検索した．
Web上でシラバスの閲覧が可能であった 90校を
分析対象とした．

1.　災害看護に関連した開講状況（表 2）

分析対象とした 90校全てで学士課程の科目中
に 1つ以上，科目名または単元名に「災害」とい
う単語が含まれていた．科目数でみると 118科目
で取り扱われていた．このうち，科目名に「災害」
が含まれるものは 79校 88科目であった．この科
目名に「災害」が含まれる科目の開講年次，必修・
選択の別，単位数，教育方法を表 2に示す．
開講年次は 4年次が最多で 46科目（52.3％），

次いで 3年次が 24科目（27.3％）であった．必
修・選択の別では必修が 46科目（52.3％）であっ
た．単位数では 1単位が 72科目（81.8％）で 2単
位が 16科目（18.2％）であった．教育方法では
講義が 43科目（48.9％），講義・演習が 36科目
（40.9％）の順であった．

2.　学士課程における災害看護教育で取り扱われ

る内容（表 3）

90校 118科目について，シラバスに記載の単元
名およびその説明文から各単元で扱う教育項目を
MCCに基づく 35項目に分類し，扱っている大学
数を算出した．1つの大学で同一項目を複数回
扱っている場合は統合し 1大学 1項目とした．そ

の結果を表 3に示す．
扱う学校が最も多かった項目は〈被災者のストレ

スと心のケア〉で 62校（68.9％）が取り扱っていた．
次いで災害時の初期医療の対応原則である Triage・
Treatment・Trans-portationの総称〈TTT〉が 61
校（67.8％），災害サイクルにおける〈急性期の看
護〉が 57校（63.3％）であった．その他，10項目
が 50％以上であった．一方で 19項目は扱う学校数
が 25％以下であり，特に二次被害は 2校（2.2％），
災害時要配慮者に対する支援の原則であるHealth 
care Triage・Helping Hand・Handoverの 総 称
〈HHH〉は 3校（3.3％），災害救助対応チームは 6
校（6.7％）と少なかった．

3.　学士課程における災害看護に教育で取り扱われ

る MCC に基づく分類以外の教育内容（表 4）

シラバスの記載内容がMCCのいずれの項目に
も該当すると判断できなかった単元について，そ
の記載内容に含まれる単語の出現回数を算出した．
その結果を表 4に示す．ただし，オリエンテーショ
ン，まとめ，試験等，災害看護に関係しない教務
事項については除外した．

項　　目 ｎ ％
開講年次 1年 6 6.8

2年 10 11.4
3年 24 27.3
4年 46 52.3
不明 2 2.3

必修・選択の別 必修 46 52.3
選択 37 42.0
不明 5 5.7

単位数 1単位 72 81.8
2単位 16 18.2

授業方法 講義 43 48.9
講義・演習 36 40.9
演習 5 5.7
実習 3 3.4
不明 1 1.1

表 2　「災害」を名称に含む科目の概要
n=88
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教育項目 取扱のある大学
大学数（校） 割合（％）

災害の種類 46 51.1
災害サイクル 46 51.1
地域防災計画 47 52.2
災害時支援体制 40 44.4
超急性期の看護 42 46.7
急性期の看護 57 63.3
亜急性期の看護 45 50.0
慢性期の看護 46 51.1
静穏期の看護 35 38.9
被災状況が及ぼす健康影響を把握する方法 32 35.6
放射線災害が及ぼす健康影響を把握する方法 13 14.4
CSCA 26 28.9
TTT 61 67.8
HHH 3 3.3
災害拠点病院 9 10.0
DMAT 22 24.4
DPAT 11 12.2
JMAT 7 7.8
DHEAT 8 8.9
DART 6 6.7
JDA-DAT 7 7.8
救護所での看護 10 11.1
避難所での看護 38 42.2
福祉避難所での看護 10 11.1
仮設住宅での看護 14 15.6
被災した医療施設での看護 21 23.3
要配慮者への看護 50 55.6
避難行動要支援者への看護 16 17.8
被災地域の人々との連携・協働 9 10.0
多職種との連携・協働 10 11.1
多職種連携 15 16.7
地域住民との連携 9 10.0
二次災害 2 2.2
被災者のストレスと心のケア 62 68.9
救護者のストレスと心のケア 53 58.9

教育内容 ｎ 教育内容 ｎ
国際 24 教訓 3
定義 21 訓練 1
減災 17 救急処置 1
備え 14 環境 1
危機管理 10 在宅 2
保健活動 10 サバイバルスキル 1
感染 9 自衛隊 1
基礎知識 8 日本赤十字社の活動 1
歴史 7 広域輸送 1
防災マップ 6 集中治療 1
倫理 6 建物 1
地域 5 ライフライン 1
法律 4 ファーストエイド 1
自主防災 4 防災士 1
ボランティア 4 災害看護教育 1

表 3　学士課程における災害看護教育で取り扱われる内容
n=90

表 4　MCC に基づく分類以外の教育内容



6 日本の看護学学士課程で教授される災害看護に関する教育内容の傾向

MCCで分類ができなかった 271個の単元の記
載内容から，災害看護に関連する単語として 30語
が抽出された．このうち，10回以上，出現した単
語は 6つあり，「国際」が 24回，「定義」が 21回，
「減災」が 17回，「備え」が 14回，「危機管理」と
「保健活動」が各 10回であった．

Ⅳ．考　　察

1.　学士課程における災害看護教育の実施状況

無作為抽出し，Web上でシラバスを閲覧できた
90校全てで災害に関する単元，科目が開講されて
いた．科目に限ってみても 79校（87.8％）が災
害を名称に含む科目を開講していた．これらの大
学で開講されている「災害」を名称に含む 88科
目のうち 46科目（52.3％）は必修科目であった．
先行研究の調査 5）では調査に協力した 61校のう
ち災害看護学を科目建てしているのは 15校
（24.6％）であった 2007年と比較すると，わが国
の看護基礎教育では災害看護を学士課程で実施す
ることが一定の標準になっていると推察された．
一方で，単位数は 1～2単位で，複数科目を開

講している場合もあるが，今回の結果からはそう
した大学は少なく，また講義，講義・演習による
教育方法を採用する大学が 90％近くであることか
らも，多くの大学が知識中心の教育に留まってい
ることが推察された．災害看護が多様な対象，場
面で展開され応用的実践能力が必要であり，その
ためにMCCでも多様な内容を標準的に取り扱う
ことが求められている．しかし，現状は基礎知識
の範疇に留まっている大学が多く，実践能力の育
成までは十分に取り組まれておらず，看護基礎教
育の中での災害看護の位置づけを含めた見直し，
再構築が必要と考える．

2.　学士課程での災害看護教育で扱われる内容の

特徴

今回の結果から，災害に関する基本的知識，災
害発生からの時期別看護，医療機関での特に発災
初期に求められる医療技術，被災者・支援者のメ
ンタルケアの項目で，扱っている大学が多かった．

これらは看護師国家試験出題基準 6）に掲げられる
事項でもあり，限られた時間の中で優先的に扱う
大学が多いことが考えられた．一方で災害医療に
関する制度や各種支援チーム，避難所以外の病院
外の活動の場における災害看護等は，扱う大学が
少なかった．MCCの項目以外での教育内容をみ
ても，これらと関連する単語は「基礎知識」「法
律」等少なく，学士課程では仕組みの面での学習
が限定的となっている可能性が示唆された．
その反面，MCCの項目以外の教育内容をみる

と，「減災」「備え」「危機管理」等の平時からの取
り組みに関すること，「国際」「感染」「在宅」「地
域」「ボランティア」「保健活動」「倫理」等の他分
野と連携した取り組みに関すること，「歴史」「教
訓」から実際の災害経験からの帰納的な知見に関
すること等，各学校が災害看護を多面的にとらえ，
多様な題材を用いて教授している現状が明らかと
なった．この結果から，MCCによって枠組みは
示されているものの，学士課程で扱う災害看護教
育の範囲は定まっておらず，国家試験の出題基準
の範囲を基本としつつ，大学の特性や担当教員の
裁量に委ねられている状況が示唆された．
例えば「感染」を災害看護教育の中で扱うこと
について，日本災害看護学会が 2020年に新型コ
ロナウイルス感染症（以下，COVID-19と略す）
流行によって生じた保健医療福祉を含む社会活動
全般で生じた問題を災害と位置づけた．災害は自
然の加害現象（Hazar-d）が誘因となり，社会科
学的な要素がもつ Hazardに対する脆弱性
（Vulnerability）の付加により被害が生じる 8）と
するモデルでみると感染症は Hazardの 1つとと
らえることができる．日本を含む先進諸国におい
て感染症はコントロールできる疾病として生活習
慣病などの非感染性疾患が公衆衛生上の優先課題
とされてきたが，COVID-19流行によって感染症
という Hazardに対して先進諸国が抱える脆弱性
が顕在化させられることとなった．このような新
たな公衆衛生上の課題に直面する社会において医
療職に求められる健康危機管理能力は拡大してお
り，災害看護学に関しても学士課程で教授すべき
内容の最新化は重要な課題といえる．今回の結果
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から，災害看護教育の中で感染や国際，在宅等の
他分野との関連性の高い内容を扱う大学は多くは
なかった．災害看護学を多様なHazardや社会の
持つ脆弱性からなる枠組みで考え，他の専門分野
との議論・調整を図っていく必要があると考える．
もう 1つの視点として教員の知識・経験の幅が
多様であることの影響について考察する．日本災
害看護学会の会員数は 1,300名を超えており，1大
学に数名，災害看護学の教育・研究に携わる教員
がいることと推測されるが，講座・領域を設置し
ている大学は少なく，様々な講座・領域の教員が
学士課程の災害看護教育に携わることで教育内容
の多様化につながっているのではないか．厚生労
働省の定める保健師助産師看護師養成所指定規則
では災害看護学は統合分野の位置づけであり，教
員が自身の専門分野の立場から災害看護を教授す
ることは適切であるが，一方で看護系大学が今後
も増加する見通しを考慮すると，大学間で災害看
護についての著しい教育内容の差が生じることは
MCCの理念の照らして望ましいことではない．そ
のため，今後，蓄積されていく災害看護学の知見
をふまえ一定の標準化に向けた議論が重要と考え
る．その際，本研究で明らかとなった看護学学士
課程の 80％強で災害看護に関する単位数は 1単位
に留まっており，相応の単位数割り当てを含めて
教育内容の充実を検討する必要があると考える．

3.　本研究の限界と今後の課題

本研究はシラバス記載内容をデータとしており，
実際の教育内容を正確に反映するものではない．
例えば，MCCの項目に該当しない内容の 1つに
「定義」があるが，この中にMCCの項目である
《災害の種類》や《災害サイクル》が含まれる可能
性があり，特に表 3に示したMCCの項目ごとに
実施している大学の割合については解釈に注意が
必要である．
一方で無作為抽出によって選択したデータに基

づく結果であり，今日の学士課程にける災害看護
教育の実態を示している点で意義は大きいと考え
る．今後は，今回の結果を道標としてより詳細な
教育の実施状況の調査や，受講者による評価等を

通じて教育内容の精選と標準化につながる知見を
蓄積していく必要がある．

Ⅴ．結　　論

日本の看護系大学の学士課程における災害看護
に関する教育内容を概観し，その特徴を把握する
目的で，各大学が公表するシラバスの分析を行っ
た．
日本看護系大学協議会会員校の中から無作為抽
出した 91校のうち，Web上でシラバスの閲覧が
可能であった 90校を対象に分析を行った結果，以
下のことが明らかになった．
 1． 90校全てで学士課程の科目中で 1つ以上，

科目または単元名に「災害」という単語が含
まれていた．

 2． 科目名に「災害」を含む 79校 88科目につい
て，開講年次は 4年次が 46科目（52.3％），
必修・選択の別は必修が 46科目（52.3％），
単位数は 1単位が 72科目（81.8％）教育方
法では講義が 43科目（48.9％）でそれぞれ
最多であった．

 3． 看護学モデル・コア・カリキュラムに基づく
災害看護教育の教育内容 35項目の中で，扱
う学校が多かったのは〈被災者のストレスと
心のケア〉62校（68.9％），〈TTT〉61校
（67.8％），〈急性期の看護〉57校（63.3％）
の順であった．反対に 19項目は扱う学校数
が 25％以下であり，特に二次被害は 2校
（2.2％），HHHは 3校（3.3％）と少なかっ
た．

 4． 上記 3．の 35項目以外で扱われた内容につ
いて，出現した単語数でみると，「国際」「定
義」「減災」の順で，合計 30語が抽出された．

シラバス記載内容をデータとした分析であり，実
際の教育内容を正確に反映するものではないもの
の，現在の看護系大学における災害看護教育の実
施状況と内容を捉えることができた．今後，学士
課程における災害看護教育の内容の精選と標準化
に向けた取り組みが重要になると考えられる．
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本研究に関して開示すべき利益相反関係にあた
る企業・団体はない．
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Ⅰ．緒　言

地域包括ケアシステムは，住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを継続できるように様々な組織が
連携して対象者を支える仕組みである．またこの
仕組みで提供する支援は，地域包括ケアと呼称さ
れている．また近年は，その対象を高齢者にとど
めず，精神障がい，結核，子どもと子育て世代な
ど，全ての住民を対象とした地域包括ケアシステ

ムの構築・推進が重要であるとして幅広く捉えら
れている．
医療機関は地域包括ケアシステムを構成する重
要機関の一つである．医療機関の中には，少数だ
が保健師が所属する施設がある．その数を全国の
就業保健師総数 1） （2022年）からみると，病院所
属は 7.7％，無床診療所では 3.5％，有床診療所に
なると 0.4％と著しく少ない状況にある．保健師
という職種は，関係機関との協働や社会資源の組

〈資　料〉

地域包括ケア推進に向けた医療機関保健師に必要な
実践能力に関する実態調査

大谷　喜美江＊，後藤　由紀＊

Survey on the practical skills required for public health nurses at 
medical institutions to promote community-based integrated care

Kimie Otani＊ , Yuki Goto＊

要　　約

本研究の目的は，医療機関保健師に必要な実践能力の実態や地域包括ケアシステムの認識との関連を明
らかにすることである．研究デザインは量的横断調査研究で，中部圏の計 183施設の保健師を対象とした．
調査は 2024年 3月に実施し，分析方法は記述統計および Fisherの正確確率検定とした．結果，37名から
回答を得た．地域包括ケアシステムが重要だと思う者は 91.9％であったが，理解者は 64.9％であった．最
も必要だと回答されたのは，個人 /家族を対象にした「Ⅰ．地域の健康課題の明確化と計画・立案する能
力」で，「Ⅳ．地域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資源開発・システム化する能力」が最も低
かった．また，地域ケアシステムの理解や自分の活動における重要性と「Ⅳ．地域の健康水準を高める事
業化・施策化・社会資源開発・システム化する能力」を構成する一部の項目の間に関連が認められた．地
域包括ケア推進に向け，医療機関保健師と自治体との接点の増加や，医療機関保健師が地域包括ケアシス
テム推進能力を習得する機会の確保が重要と思われた．．

Key Words： 医療機関保健師（public health nurses at medical institutions），地域包括ケア（community-
based integrated care），実践能力（practical skills）

＊四日市看護医療大学　看護医療学部
＊Faculty of Nursing and Medical Care, Yokkaichi Nursing and Medical Care University
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織化，対象の健康を支えるシステムの創生 2）など
が得意である．保健師職は対象の健康支援におい
て多機関連携やシステム化を看護職の立場から担
うため，行政以外に所属する保健師も地域包括ケ
アシステムを推進する役割を果たすことができる．
しかし医療機関保健師が多機関連携やシステム化
に向けた活動をする際に必要な実践能力の実態は
十分に把握されていない．
このことから，まず医療機関保健師に必要な実
践能力を把握することや，地域包括ケアシステム
の認識と実践能力の関連を検討することが重要だ
と考えた．卒業後の保健師のキャリアラダーには，
自治体保健師を対象にしたもの 3）はあるが，医療
機関での適用が難しい項目も存在した 4）．そもそも
医療機関保健師を主体とした研究は寡少で比較的
古いものが多い 5）．また医学中央雑誌 web版を用
いた文献検索（2024年 2月時点）の結果，医療機
関保健師専用のキャリアラダーは認められなかった．
一方，保健師全般に求められる実践能力の内容と
して，基礎教育での卒業時到達目標とともに 5分
野 77の小項目が示されている 6）．この小項目には
地域ケアシステム構築に関するものも含まれていた．
以上のことから本研究の目的は，地域包括ケア

推進に向けて医療機関保健師に必要な実践能力の
実態や地域ケアシステムの認識との関連を明らか
にすることとした．このことにより，医療機関保
健師と地域における多機関・多職種との連携や地
域包括ケア推進上の課題や方略を検討する．

Ⅱ．方　　法

1.　研究デザイン

研究デザインは，実態把握を目的とした量的横
断調査とした．

2.　調査期間

調査は 2024年 3月に実施した．対象者には，
調査説明書の到着後，2週間以内の web上での回
答を依頼した．

3.　対象者の抽出

全国の医療施設総数が 181,093施設 7） （2022
年）である一方，医療機関保健師数は 7,062名 1）

（2022）であり，対象者の効率的な抽出は非常に
困難と考えた．そこで本研究の対象者は，「特定健
康診査機関・特定保健指導機関データベース」 8）に
て 2024年 2月時点での健診機関登録があるうち，
第三者評価を実施し，かつ中部圏（富山県，福井
県，長野県，岐阜県，静岡県，愛知県，三重県，滋
賀県．石川県は 2024年 1月の大規模地震の影響
を考慮し除外．）に現在も立地する 183施設の保
健師とした．データベース内には医療を伴わない
健診機関も含まれるが，同データベース上で各機
関の医行為の提供有無の事前判別が厳密には難し
いため，今回は対象に含めた．対象者全員に，本
研究における医療機関保健師の定義を事前に説明
し，医療を伴わない健診機関の保健師であっても，
当該保健師の立場から考える医療機関保健師に必
要な実践能力をたずねた．
予算的限界から，事前に保健師の在籍有無や人
数は確認しなかった．また，小規模施設で個人の
特定が容易になる事を考慮し，回答者と施設の連
結は行わなかった．また，本研究は実態把握を主
たる目的とし，必要回答数は想定せず，得られた
回答数で分析した．

4.　調査方法

対象者へ郵送した研究説明書に記載のホーム
ページ URL・二次元コードから web上のアンケー
トにアクセスを誘導した．調査協力同意者のみ
web上での回答を依頼した．1施設に 3名程度の
保健師在籍を見込み，説明書は 3部送付した．説
明書には異なるログイン IDを付し，1人 1回答
のみを受付した．

5.　設問項目

調査内容は，属性，地域包括ケアシステムに関す
る認識，保健師に求められる実践能力，医療機関保
健師に対しその管理監督者が期待する項目とした．
属性は年齢，保健師の通算経験年数，性別，所
属機関，所属機関内における他の保健師の存在な
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ど 8項目とした．地域包括ケアシステムに関する
認識は，自身の理解度と自身の保健師活動におけ
る地域包括ケアシステムづくりの重要性の 2項目
を 4段階で把握した．
保健師に求められる実践能力は，「保健師に求め

られる実践能力と卒業時の到達目標と到達度」の
実践能力Ⅰ～Ⅴ分野に区分される小項目 77項目 6）

とした．厚生労働省が示すとおり，実践能力Ⅰ～
Ⅲは，さらに対象を「個人 /家族」，「地域（集団 /
組織）とする場合毎に把握し，実践能力Ⅳ・Ⅴで
はこれらをまとめて把握した．本研究は医療機関
保健師に必要な実践能力を把握するため，医療機
関保健師にとっての必要性と自身が実践できるか
の 2側面を 0-1型で把握した．
医療機関保健師の管理監督者が期待する項目は，

研究者が本研究に先立ち実施したインタビュー調
査をもとに独自に設定した．合計 25項目につい
て，医療機関保健師にとっての必要性と自身が実
践できるかの 2側面から把握した．

6.　分析方法

分析方法は記述統計および Fisherの正確確率
検定による検討とした．
記述統計では属性，地域包括ケアシステムに関

する認識の回答者数及び割合を把握した．また保
健師に求められる実践能力と医療機関保健師の管
理監督者が期待する項目は，医療機関保健師に
とっての必要性「あり」者や自分が実践「できる」
者の割合を整理した．

Fisherの正確確率検定は，地域包括ケアシステ
ムの認識（理解度および自分の保健師活動におけ
る重要性）と設問項目の関連を確認するために実
施した．地域包括ケアシステムの認識の 2区分
（理解している /していない，重要だと思う /重要
だと思わない）でどちらかの度数が 0であった項
目は分析から除外した．有意水準はいずれも p＜
0.05とし，統計解析には SPSS26.0を用いた．

7.　用語の定義

1）地域ケアシステム

本研究では地域ケアシステムを，地域で生活す

る人々に対して健康の維持・増進と療養，生活全
般を支援し地域生活を可能にするためになされる
一連の仕組みとした．またこの仕組みにより提供
する支援を，地域ケアとした．

2）地域包括ケアシステム

本研究において，地域包括ケアシステムとは，高
齢者を対象とした狭義の定義「住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支
援を一体的に提供する仕組み」だけでなく，対象
者を高齢者にとどめず，地域で生活する全ての人
を支える仕組みとした．この仕組みにより提供す
る支援を，地域包括ケアとした．

3）医療機関

本研究では医療機関を，医療法に基づく医療施
設とし，①病床数 20床以上の「病院」と②病床
数 0～19床の「診療所」とした．

4）医療機関保健師

本研究では，保健師免許を持ち，医療機関に所
属して保健師として勤務している方を医療機関保
健師とした．

5）地域包括ケアシステムに関する認識

認識とは，物事を見定めその意味を理解する事
である 9）．また物事を知り，本質・意義などを理
解することや，その心の働きも含むとされる 10）．
このことから，認識には理解の側面や意義を感じ
る心の働きを含むと考えた．そこで本研究では「地
域包括ケアシステムに関する認識」を，①地域包
括ケアシステムの理解と，②自分の保健師活動に
おける地域包括ケアシステムづくりの重要性とし，
この 2側面から地域包括ケアシステムに関する認
識を捉えた．

8.　倫理的配慮

対象者への説明書には，研究協力の諾否は任意
であり，同意者のみへ依頼すること，途中でも回
答の中断・拒否ができることなどを明記した．研
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究推進のため研究の一部を web調査会社に委託し
たが，調査会社とは守秘義務契約を締結しセキュ
リティを担保した．本研究は，四日市看護医療大
学研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認番
号 184）．

Ⅲ．結　　果

本研究では，1名に通信環境による部分的な欠

損項目を認めたが，合計 37名の保健師からの回
答を得た．

1.　対象者の属性・地域包括ケアの認識

対象者の属性を表 1に示す（表 1）．平均年齢は
37.9（SD＝ 9.13）歳で，保健師の平均通算経験
年数は 8.5（SD＝ 9.78）年であった．所属機関は
医療機関（病院及び病院付属の健診部門）が
70.3％を占め，一人設置の者は 10.8％であった．

項目 人数 割合（％）

平均年齢 37.9（SD＝9.13）

平均保健師通算経験年数（年） 8.5（SD＝9.78）

性別 男性 1 2.7

女性 36 97.3
所属機関 医療機関（病院および病院付属の健診

部門）
26 70.3

医療機関（診療所） 0 0.0

健康診査機関（医療を伴わない） 11 29.7

自分だけが保健師業務に従事する 4 10.8

他にも保健師業務に従事する人がいる 33 89.2
雇用形態 常勤 33 89.2

非常勤（フルタイム） 0 0.0

非常勤（パートタイム） 4 10.8
管理職（係長級以上）の職位にある 3 8.1
管理職の職位にない 34 91.9

最終学歴 専門学校 6 16.2

短期大学専攻科 1 2.7

４年生大学 30 81.1

大学院修士課程 0 0.0

大学院博士課程 0 0.0

十分理解している 2 5.4

理解している 22 59.5

理解していない 12 32.4

全く理解していない 1 2.7

大変重要だと思う 7 18.9

重要だと思う 27 73.0

あまり重要だと思わない 2 5.4

重要だと思わない 1 2.7

所属機関内の他の
保健師の存在

職位

地域包括ケアシス
テムの理解度

自分の保健師活動
における地域包括
ケアシステムづく
りの重要性

属

性

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
認
識

表１　対象者の属性・地域包括ケアシステムに関する認識（N ＝ 37） 
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地域包括ケアシステムづくりに取り組む重要性
は，「大変重要だと思う」と「重要だと思う」の合
計が 91.9%であった．一方，地域包括ケアシステ
ムの理解度は，「十分理解している」と「理解して
いる」の合計で 64.9%であった．

2.　保健師に求められる実践能力

Ⅰ～Ⅴの実践能力および各小項目について，医
療機関保健師に必要性「あり」者と自分が実践「で
きる」者の割合を示す（表 2-1～2-5）．
医療機関保健師に必要性「あり」の割合は，個

人 /家族を対象にした「Ⅰ．地域の健康課題の明
確化と計画・立案する能力」で項目平均が 95.8
（SD＝ 5.12）％と最も高かった．地域（集団 /組
織）を対象とした場合も同様で，項目平均は 90.6
（SD＝ 3.12）％であった．最も低かったのは「Ⅳ．
地域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資
源開発・システム化する能力」で，項目平均は 67.2
（SD＝ 5.09）％であった．
自分が実践「できる」の割合は，個人 /家族を

対象にした「Ⅰ．地域の健康課題の明確化と計画・
立案する能力」の項目平均が 72.5（SD＝
15.26）％と最も高かった．地域（集団 /組織）を
対象とした場合では「Ⅱ．地域の健康増進能力を
高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と
協働・組織活動及び評価する能力」が最も高く，項
目平均は 72.5（SD＝ 15.26）％であった．最も
低かったのは個人 /家族対象の場合と同様「Ⅳ．
地域の健康水準を高める事業化・施策化・社会資
源開発・システム化する能力」で，項目平均は 21.7
（SD＝ 5.17）％であった．
医療機関保健師に必要性「あり」の者と自分が

実践「できる」者を比較すると，いずれも自分が
実践「できる」者の割合が低かった．　

3.　管理監督者が保健師に期待する項目 

管理監督者が期待する項目の状況を示す（表 3）．
医療機関保健師に必要性「あり」の割合は 73.0～
100％で，「3.保健師としてのアイデンティティを
明確に持つ」などの 8項目が 100％であった．自
分が実践「できる」は 21.6～94.6%で，「18.地域

保健を巻き込んだ支援システムづくりに携わる」
など 3項目が 21.6％と低かった．

4.　地域包括ケアの認識との関連

1）地域包括ケアシステムの理解

地域包括ケアシステムの理解と変数の関連を示
す（表 4）．実践能力「Ⅳ．地域の健康水準を高め
る事業化・施策化・社会資源開発・システム化す
る能力」のうち「59. 施策をストラクチャー・プ
ロセス・アウトカム，アウトプットの観点から評
価し，成果を説明する」，「60. 活用可能な既存の
社会資源とその利用上の課題及び新たな社会資源
の開発の必要性を明確にする」が地域包括ケアシ
ステムの理解と関連があり，いずれも自分が実践
「できる」者が「理解している」状況であった．
また，管理監督者の期待では，「22. 医療機関・
所属施設から見た地域包括ケアシステムの現状を
発信する」が関連しており，医療機関保健師に必
要性「あり」者が「理解している」状況であった．

2）地域包括ケアシステムづくりの重要性

自分の保健師活動における地域包括ケアシステ
ムづくりの重要性と変数の関連を示す（表 5）．実
践能力「Ⅲ．地域の健康危機管理能力」の 5項目
（個人 /家族を対象）で，「自分の活動における地
域包括ケアシステムづくりの重要性」と関連を認
めた．

Ⅳ．考　　察

1.　対象者の状況・地域包括ケアの認識

1）対象者の状況

本研究の平均年齢は 37.9歳であった．医療分
野の保健師の平均年齢は 42.3歳 11）であり，本研
究の方が低値であった．一人配置の割合は本研究
では 10.8%であったが，病院・診療所で 27.9%，
健（検）診センター・労働衛生機関で 4.8%11）や
都市部の医療機関で 45.0%12）との報告がある．本
研究は特定健康診査実施施設に限定したため，各
施設が運営に一定の保健師数を要したことが影響
したと考えた．
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個
人

/家
族

＊
３

地
域

＊
４

個
人

/家
族

＊
３

地
域

＊
４

17
．

地
域

の
人

々
の

持
つ

力
を

引
き

出
し

、
高

め
る

よ
う

支
援

す
る

（
＊

）
86

.1
77

.8
47

.2
27

.8
18
．

地
域

の
人

々
が

意
思

決
定

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
（

＊
）

91
.7

83
.3

63
.9

36
.1

19
．

健
康

課
題

に
応

じ
た

訪
問

・
相

談
に

よ
る

支
援

を
行

う
（

＊
）

88
.9

86
.1

80
.6

36
.1

20
．

健
康

課
題

に
応

じ
た

健
康

教
育

に
よ

る
支

援
を

行
う

（
＊

）
94

.4
83

.3
75

.0
50

.0
21
．

地
域

組
織

・
当

事
者

グ
ル

ー
プ

等
の

育
成

及
び

活
動

の
支

援
を

行
う

（
＊

）
66

.7
69

.4
30

.6
27

.8
22
．

活
用

で
き

る
社

会
資

源
及

び
協

働
で

き
る

機
関

・
人

材
に

つ
い

て
、

情
報

提
供

を
す

る
（

＊
）

94
.4

91
.7

63
.9

33
.3

23
．

支
援

目
的

に
応

じ
て

社
会

資
源

を
活

用
す

る
（

＊
）

94
.4

91
.7

52
.8

30
.6

24
．

当
事

者
及

び
関

係
者

・
関

係
機

関
(産

業
保

健
・

学
校

保
健

を
含

む
)等

で
チ

ー
ム

を
組

織
す

る
（

＊
）

75
.0

83
.3

25
.0

22
.2

25
．

集
団

的
・

組
織

的
ア

プ
ロ

ー
チ

等
を

組
み

合
わ

せ
て

活
動

す
る

（
＊

）
77

.8
83

.3
27

.8
19

.4
26
．

地
域

・
職

場
・

学
校

等
の

場
に

お
い

て
法

律
や

条
例

等
を

踏
ま

え
て

活
動

す
る

（
＊

）
94

.4
88

.9
66

.7
50

.0
27
．

目
的

に
基

づ
い

て
活

動
を

記
録

す
る

（
＊

）
97

.2
88

.9
86

.1
55

.6
28
．

協
働

す
る

た
め

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
と

り
な

が
ら

信
頼

関
係

を
築

く
（

＊
）

97
.2

91
.7

86
.1

58
.3

29
．

活
動

目
的

及
び

必
要

な
情

報
を

共
有

す
る

（
＊

）
91

.7
91

.7
86

.1
50

.0
30
．

相
互

の
役

割
を

認
識

し
、

連
携

・
協

働
す

る
（

＊
）

97
.2

88
.9

75
.0

47
.2

31
．

活
動

の
評

価
を

行
う

（
＊

）
94

.4
91

.7
77

.8
50

.0
32
．

評
価

結
果

を
活

動
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
（

＊
）

94
.4

91
.7

72
.2

47
.2

33
．

継
続

し
た

活
動

が
必

要
な

対
象

を
判

断
す

る
（

＊
）

94
.4

88
.9

80
.6

47
.2

34
．

必
要

な
対

象
に

継
続

し
た

活
動

を
行

う
（

＊
）

97
.2

86
.1

80
.6

50
.0

項
目

平
均

％
（

SD
）

90
.4
（

8.
67
）

86
.6
（

5.
91
）

65
.4
（

20
.4

6）
41

.0
（

11
.9

2）
＊

１
医

療
機

関
保

健
師

に
と

っ
て

の
必

要
性

「
あ

り
」

の
割

合
、

＊
２

自
分

が
実

践
「

で
き

る
」

の
割

合
、

＊
３

個
人

/
家

族
が

対
象

の
場

合
、

＊
４

　
地

域
（

集
団

/
組

織
）

が
対

象
の

場
合

、
（

＊
）

通
信

環
境

に
よ

る
1
名

分
の

欠
損

項
目

あ
り

。

項
目

必
要

性
「

あ
り

」
（

％
）

＊
１

実
践

「
で

き
る

」
（

％
）

＊
２

表
2-

2　
 保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

実
践

能
力

（
Ⅱ

．
地

域
の

健
康

増
進

能
力

を
高

め
る

個
人

・
家

族
・

集
団

・
組

織
へ

の
継

続
的

支
援

と
協

働
・

組
織

活
動

及
び

評
価

す
る

能
力

）
と

医
療

機
関

保
健

師
に

と
っ

て
の

必
要

性
・

自
分

が
実

践
で

き
る

か
（

N
＝

36
（

＊
））
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個
人

/家
族

＊
３

地
域

＊
４

個
人

/家
族

＊
３

地
域

＊
４

35
．

健
康

危
機

 (感
染

症
・

虐
待

・
D

V
・

自
殺

・
災

害
等

) の
発

生
予

防
・

減
災

対
策

を
講

じ
る

89
.2

81
.1

43
.2

27
.0

36
．

健
康

危
機

の
発

生
予

防
・

減
災

対
策

の
教

育
活

動
を

行
う

89
.2

78
.4

48
.6

32
.4

37
．

健
康

危
機

管
理

体
制

を
整

え
る

91
.9

78
.4

35
.1

16
.2

38
．

生
活

環
境

の
整

備
・

改
善

に
つ

い
て

提
案

す
る

97
.3

83
.8

67
.6

32
.4

39
．

健
康

危
機

に
関

す
る

情
報

を
迅

速
に

把
握

し
、

対
応

す
る

97
.3

83
.8

56
.8

29
.7

40
．

関
係

者
・

関
係

機
関

等
の

役
割

を
明

確
に

し
、

連
絡

調
整

を
行

う
89

.2
89

.2
40

.5
27

.0
41
．

保
健

・
医

療
・

介
護

・
福

祉
等

の
シ

ス
テ

ム
を

効
果

的
に

活
用

す
る

89
.2

83
.8

27
.0

18
.9

42
．

健
康

危
機

の
原

因
究

明
を

行
い

、
解

決
・

改
善

・
予

防
策

を
講

じ
る

94
.6

83
.8

51
.4

18
.9

43
．

健
康

危
機

の
増

大
を

防
止

す
る

94
.6

83
.8

43
.2

18
.9

44
．

健
康

危
機

の
発

生
か

ら
の

回
復

に
向

け
た

支
援

を
行

う
89

.2
81

.1
48

.6
21

.6
45
．

健
康

危
機

へ
の

対
応

と
管

理
体

制
を

評
価

し
、

見
直

す
81

.1
81

.1
40

.5
18

.9
項

目
平

均
％

（
SD

）
91

.2
（

4.
69
）

82
.6
（

3.
05
）

45
.7
（

10
.8

7）
23

.8
（

6.
02
）

＊
１

　
医

療
機

関
保

健
師

に
と

っ
て

の
必

要
性

「
あ

り
」

の
割

合
、

＊
２

自
分

が
実

践
「

で
き

る
」

の
割

合
、

＊
３

　
個

人
/
家

族
を

対
象

と
し

た
場

合
、

＊
４

地
域

（
集

団
/
組

織
）

を
対

象
と

し
た

場
合

項
目

必
要

性
「

あ
り

」
（

％
）

＊
１

実
践

「
で

き
る

」
（

％
）

＊
２

表
2-

3　
保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

実
践

能
力

（
Ⅲ

．
地

域
の

健
康

危
機

管
理

能
力

）
と

医
療

機
関

保
健

師
に

と
っ

て
の

必
要

性
・

自
分

が
実

践
で

き
る

か
（

N
＝

37
）
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項
目

必
要

性
「

あ
り

」
（

％
）

＊
１

実
践

「
で

き
る

」
（

％
）

＊
２

4
6
．

必
要

な
情

報
を

収
集

し
、

事
業

化
の

必
要

性
を

明
確

に
す

る
78

.4
35

.1

4
7
．

事
業

化
の

必
要

性
を

地
域

の
人

々
や

関
係

す
る

部
署

・
機

関
に

対
し

根
拠

に
基

づ
き

説
明

す
る

73
.0

18
.9

4
8
．

地
域

の
人

々
の

特
性

・
ニ

ー
ズ

等
の

根
拠

に
基

づ
き

、
法

や
条

例
、

 
組

織
 
(
行

政
・

事
業

所
・

学
校

等
)
 
の

基
本

方
針

・
基

本
計

画
と

の
整

合
性

を
踏

ま
え

て
事

業
を

立
案

す
る

67
.6

18
.9

4
9
．

予
算

の
仕

組
み

を
理

解
し

、
根

拠
に

基
づ

き
事

業
の

予
算

案
を

作
成

す
る

62
.2

13
.5

5
0
．

事
業

化
の

た
め

に
、

関
係

す
る

部
署

・
機

関
と

協
議

・
交

渉
す

る
73

.0
24

.3

5
1
．

立
案

し
た

事
業

を
実

施
し

、
安

全
(
面

)
 
を

含
め

た
進

行
管

理
を

行
う

75
.7

27
.0

5
2
．

事
業

を
ス

ト
ラ

ク
チ

ャ
ー

・
プ

ロ
セ

ス
・

ア
ウ

ト
カ

ム
・

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
観

点
か

ら
評

価
し

、
成

果
を

説
明

 
す

る
70

.3
21

.6

5
3
．

地
域

及
び

組
織

の
基

本
方

針
・

基
本

計
画

の
策

定
に

関
与

す
る

67
.6

21
.6

5
4
．

必
要

な
情

報
を

収
集

し
、

施
策

化
の

必
要

性
を

明
確

に
す

る
64

.9
29

.7

5
5
．

施
策

の
必

要
性

を
地

域
の

人
々

や
関

係
す

る
部

署
・

機
関

に
対

し
根

拠
に

基
づ

き
説

明
す

る
70

.3
18

.9

5
6
．

施
策

の
た

め
に

、
関

係
す

る
部

署
・

機
関

と
協

議
・

交
渉

す
る

67
.6

16
.2

5
7
．

地
域

の
人

々
の

特
性

・
ニ

ー
ズ

等
の

根
拠

に
基

づ
き

、
法

や
条

例
、

組
織

 
(
行

政
事

業
所

・
学

校
等

)
の

基
本

方
針

・
基

本
計

画
と

の
整

合
性

を
踏

ま
え

て
施

策
を

立
案

す
る

59
.5

16
.2

5
8
．

立
案

し
た

施
策

を
実

施
し

、
進

行
管

理
を

行
う

64
.9

24
.3

5
9
．

施
策

を
ス

ト
ラ

ク
チ

ャ
ー

・
プ

ロ
セ

ス
・

ア
ウ

ト
カ

ム
、

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
観

点
か

ら
評

価
し

、
成

果
を

説
明

す
る

67
.6

24
.3

6
0
．

活
用

可
能

な
既

存
の

社
会

資
源

と
そ

の
利

用
上

の
課

題
及

び
新

た
な

社
会

資
源

の
開

発
の

必
要

性
を

明
確

に
す

る
64

.9
18

.9

6
1
．

地
域

組
織

や
サ

ー
ビ

ス
を

既
存

の
社

会
資

源
と

し
て

活
用

、
ま

た
は

開
発

す
る

方
法

を
選

定
す

る
73

.0
24

.3

6
2
．

サ
ー

ビ
ス

を
既

存
の

社
会

資
源

と
し

て
活

用
、

ま
た

は
必

要
な

社
会

資
源

を
開

発
す

る
62

.2
24

.3

6
3
．

健
康

課
題

に
か

か
わ

る
社

会
資

源
が

機
能

し
て

い
る

か
継

続
的

に
評

価
・

改
善

す
る

64
.9

27
.0

6
4
．

健
康

課
題

に
か

か
わ

る
社

会
資

源
の

質
管

理
を

す
る

62
.2

21
.6

6
5
．

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
必

要
性

を
明

確
に

す
る

59
.5

16
.2

6
6
．

関
係

す
る

部
署

・
機

関
や

地
域

の
人

々
と

協
働

し
て

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
64

.9
18

.9

6
7
．

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

が
機

能
し

て
い

る
か

継
続

的
に

評
価

す
る

64
.9

16
.2

項
目

平
均

％
（

S
D
）

67
.2
（

5.
09
）

21
.7
（

5.
17
）

＊
１

　
医

療
機

関
保

健
師

に
と

っ
て

の
必

要
性

「
あ

り
」

の
割

合
、

＊
２

自
分

が
実

践
「

で
き

る
」

の
割

合

表
2-

4　
 保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

実
践

能
力

（
Ⅳ

．
地

域
の

健
康

水
準

を
高

め
る

事
業

化
・

施
策

化
・

社
会

資
源

開
発

・
シ

ス
テ

ム
化

す
る

能
力

）
と

医
療

機
関

保
健

師
に

と
っ

て
の

必
要

性
・

自
分

が
実

践
で

き
る

か
（

N
＝

37
）
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項
目

必
要

性
「

あ
り

」
（

％
）

＊
１

実
践

「
で

き
る

」
（

％
）

＊
２

6
8
．

地
域

に
お

け
る

弱
い

立
場

に
あ

る
(
支

援
を

求
め

な
い

/
求

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
)
人

々
の

尊
厳

と
人

権
を

擁
護

す
る

89
.2

43
.2

6
9
．

集
団

・
組

織
の

健
康

・
安

全
と

個
人

の
人

権
と

の
間

で
起

こ
る

倫
理

的
問

題
に

つ
い

て
対

応
す

る
81

.1
35

.1

7
0
．

保
健

師
活

動
の

基
本

理
念

と
し

て
の

社
会

的
正

義
・

公
正

に
基

づ
き

、
支

援
を

行
う

91
.9

70
.3

7
1
．

地
域

の
人

々
の

生
活

と
文

化
に

配
慮

し
た

活
動

を
行

う
91

.9
64

.9

7
2
．

地
域

の
人

々
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

権
の

侵
害

と
な

る
個

人
情

報
や

組
織

の
情

報
の

保
護

・
保

存
に

配
慮

 
し

た
情

報
の

管
理

を
行

う
89

.2
81

.1

7
3
．

保
健

師
活

動
に

研
究

の
成

果
を

活
用

す
る

10
0.

0
43

.2

7
4
．

経
済

的
状

況
を

含
め

た
社

会
情

勢
と

地
域

の
健

康
課

題
の

関
係

性
を

踏
ま

え
て

保
健

師
活

動
の

研
究

・
開

発
を

行
う

89
.2

21
.6

7
5
．

社
会

情
勢

・
知

識
・

技
術

を
主

体
的

、
継

続
的

に
学

ぶ
10

0.
0

73
.0

7
6
．

組
織

と
し

て
の

人
材

育
成

方
策

を
理

解
・

活
用

す
る

94
.6

37
.8

7
7
．

保
健

師
と

し
て

活
動

し
て

い
く

た
め

の
自

己
の

課
題

を
明

確
に

す
る

10
0.

0
78

.4

項
目

平
均

％
（

S
D
）

92
.7
（

6.
11
）

54
.9
（

21
.0

0）

＊
１

　
医

療
機

関
保

健
師

に
と

っ
て

の
必

要
性

「
あ

り
」

の
割

合
、

＊
２

自
分

が
実

践
「

で
き

る
」

の
割

合

表
2-

5　
保

健
師

に
求

め
ら

れ
る

実
践

能
力

（
Ⅴ

.専
門

的
自

律
と

継
続

的
な

質
の

向
上

能
力

）
と

医
療

機
関

保
健

師
に

と
っ

て
の

必
要

性
・

自
分

が
実

践
で

き
る

か
（

N
＝

37
）
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項目
必要性「あり」

（％）＊１

実践「できる」

（％）＊２

1．豊かな人間性と課題に向き合う強さを兼ね備える 100.0 67.6

2．業務に必要な知識や技術・態度の習熟に努める 100.0 89.2

3．保健師としてのアイデンティティを明確に持つ 100.0 78.4

4．対象者の思いやニーズを丁寧に傾聴する 97.3 91.9

5．看護職として対象者に寄り添う 100.0 94.6

6．多角的に対象者を理解する 100.0 89.2

7．対象者 (受診者)の個別性を考慮した保健指導を行う 100.0 94.6

8．グループ支援の技術の活用して(病院主催の患者会・家族会活動)に貢献

する
89.2 43.2

9．地域機関を含めた関係者会議の調整・運営を担う 86.5 21.6
10．対象者・受診者が医療機関・所属施設へ信頼感を醸成できるように携

わる
100.0 78.4

11．地域に開かれた病院づくり・施設づくりにかかわる 94.6 56.8

12．地域からの相談活動をとおして地域の問題を整理し、地域と協働して

活動する
91.9 35.1

13．住民への健康教育をとおして地域に貢献する 94.6 56.8

14．地域住民と医療機関・所属施設を橋渡ししてつなぐ 97.3 48.6

15．保健師が単独で地域へ出かけ、アウトリーチ型の支援をする 67.6 24.3
16．保健師が所属施設の多職種と協働し地域へ出かけ、アウトリーチ型の

支援をする
73.0 24.3

17．地域保健との連携を強化する 94.6 35.1

18．地域保健を巻き込んだ支援システムづくりに携わる 97.3 21.6

19．業務改善や新しい保健活動を提案する 100.0 51.4

20．保健師として得た情報や経験を集約し医療機関・所属施設へ発信する 94.6 51.4
21．保健師の活動成果に関する学会発表をとおして今後の活動上の課題を

検討する
94.6 29.7

22．医療機関・所属施設から見た地域包括ケアシステムの現状を発信する 86.5 21.6
23．医療機関・所属施設で保健師の強み  (感染症予防・地域連携機能等) を
活かし活動する

91.9 45.9

24．充実した保健師活動ができるように経営層・組織に働きかける 91.9 32.4

25．医療機関・所属施設に保健師がいることを社会に発信する 89.2 40.5
項目平均％（SD） 93.3（8.22） 53.0（25.53）

＊１　医療機関保健師にとっての必要性「あり」の割合、＊２　自分が実践「できる」の割合

表 3　 医療機関に所属する保健師の管理監督者が期待する項目と医療機関保健師にとっての必要性・自分が実
践できるか　（N ＝ 37）
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区
分

設
問

項
目

n
理

解
し

て
い

る
割

合
（

％
）

理
解

し
て

い
な

い
割

合
（

％
）

p 値
＊

２

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

の
理

解
37

24
64

.9
13

35
.1

―
専

門
学

校
6

6
10

0.
0

0
0.

0
0.

03
83

短
期

大
学

専
攻

科
1

0
0.

0
1

10
0.

0
４

年
制

大
学

30
18

60
.0

12
40

.0
必

要
32

23
71

.9
9

28
.1

0.
04

23
必

要
で

は
な

い
5

1
20

.0
4

80
.0

必
要

34
24

70
.6

10
29

.4
0.

03
68

必
要

で
は

な
い

3
0

0.
0

3
10

0.
0

必
要

30
22

73
.3

8
26

.7
0.

03
87

必
要

で
は

な
い

7
2

28
.6

5
71

.4
で

き
る

14
12

85
.7

2
14

.3
0.

04
02

で
き

な
い

23
12

52
.2

11
47

.8
で

き
る

7
7

10
0.

0
0

0.
0

0.
02

94
で

き
な

い
29

16
55

.2
13

44
.8

で
き

る
9

9
10

0.
0

0
0.

0
0.

01
05

で
き

な
い

28
15

53
.6

13
46

.4
で

き
る

7
7

10
0.

0
0

0.
0

0.
03

36
で

き
な

い
30

17
56

.7
13

43
.3

必
要

32
23

71
.9

9
28

.1
0.

04
23

必
要

で
は

な
い

5
1

20
.0

4
80

.0

必
要

34
24

70
.6

10
29

.4
0.

03
68

必
要

で
は

な
い

3
0

0.
0

3
10

0.
0

＊
２

Fi
sh

er
の

正
確

確
率

検
定

全
体

管 理 監 督 者 の

期 待

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

の
理

解
　

＊
１

7 ．
収

集
し

た
情

報
を

統
合

し
て

ア
セ

ス
メ

ン
ト

し
、

地
域

( 集
団

/ 組
織

) の
特

性
を

明
確

に
す

る
（

個
人

/ 家
族

を
対

象
）

25
．

集
団

的
・

組
織

的
ア

プ
ロ

ー
チ

等
を

組
み

合
わ

せ
て

活
動

す
る

（
地

域
を

対
象

）
（

＊
）

2 ．
社

会
資

源
に

つ
い

て
情

報
収

集
し

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
す

る
（

地
域

を
対

象
）

22
．

医
療

機
関

・
所

属
施

設
か

ら
見

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

現
状

を
発

信
す

る

属 性

最
終

学
歴

Ⅰ ⅣⅠ Ⅲ Ⅴ

＊
３

Ⅰ
.
地

域
の

健
康

課
題

の
明

確
化

と
計

画
・

立
案

す
る

能
力

、
Ⅲ

.
地

域
の

健
康

危
機

管
理

能
力

、
Ⅳ

．
地

域
の

健
康

水
準

を
高

め
る

事
業

化
・

施
策

化
・

社
会

資
源

開
発

・
シ

ス
テ

ム
化

す
る

能
力

、
Ⅴ

．
専

門
的

自
律

と
継

続
的

な
質

の
向

上
能

力

＊
１

「
十

分
理

解
し

て
い

る
」

「
理

解
し

て
い

る
」

を
「

理
解

し
て

い
る

」
に

、
「

理
解

し
て

い
な

い
」

「
全

く
理

解
し

て
い

な
い

」
を

「
理

解
し

て
い

な
い

」
に

区
分

し
た

。

37
．

健
康

危
機

管
理

体
制

を
整

え
る

（
個

人
/ 家

族
を

対
象

）

69
．

集
団

・
組

織
の

健
康

・
安

全
と

個
人

の
人

権
と

の
間

で
起

こ
る

倫
理

的
問

題
に

つ
い

て
対

応
す

る
実 践 能 力 ＊ ３

医 療 機 関 保 健 師 に

と て の 必 要 性

自 分 が 実 践 で き る か

59
．

施
策

を
ス

ト
ラ

ク
チ

ャ
ー

・
プ

ロ
セ

ス
・

ア
ウ

ト
カ

ム
、

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
観

点
か

ら
評

価
し

、
成

果
を

説
明

す
る

60
．

活
用

可
能

な
既

存
の

社
会

資
源

と
そ

の
利

用
上

の
課

題
及

び
新

た
な

社
会

資
源

の
開

発
の

必
要

性
を

明
確

に
す

る

23
．

医
療

機
関

・
所

属
施

設
で

保
健

師
の

強
み

 ( 感
染

症
予

防
・

地
域

連
携

機
能

等
) を

活
か

し
活

動
す

る

医 療 機 関 保 健

師 に と て の

必 要 性

表
4　

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
認

識
（

理
解

）
と

変
数

の
関

連
（

N
＝

37
，（

＊
）

に
つ

い
て

は
N

＝
36

，
有

意
差

を
認

め
た

も
の

の
み

記
載

）



21四日市看護医療大学紀要，vol. 18,   No. 1,   2025

設
問

項
目

n
重

要
だ
と

思
う

割
合

（
％
）

重
要

だ
と

思
わ
な
い

割
合

（
％

）
p 値

＊
２

自
分
の

活
動

に
お
け

る
地
域

包
括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム
づ

く
り
の

重
要
性

37
34

91
.9

3
8.

1
―

必
要

34
33

97
.1

1
2.

9
0.

01
33

必
要

で
は

な
い

3
1

33
.3

2
66

.7

必
要

32
31

96
.9

1
3.

1
0.

04
25

必
要

で
は

な
い

5
3

60
.0

2
40

.0
必

要
33

32
97

.0
1

3.
0

0.
02

60
必

要
で
は

な
い

4
2

50
.0

2
50

.0
必

要
33

32
97

.0
1

3.
0

0.
02

60
必

要
で
は

な
い

4
2

50
.0

2
50

.0
必

要
35

34
97

.1
1

2.
9

0.
00

45
必

要
で
は

な
い

2
0

0.
0

2
10

0.
0

必
要

35
34

97
.1

1
2.

9
0.

00
45

必
要

で
は

な
い

2
0

0.
0

2
10

0.
0

必
要

33
32

97
.0

1
3.

0
0.

02
60

必
要

で
は

な
い

4
2

50
.0

2
50

.0
必

要
30

30
10

0.
0

0
0.

0
0.

00
45

必
要

で
は

な
い

7
4

57
.1

3
42

.9

で
き

る
23

23
10

0.
0

0
0.

0
0.

04
01

で
き

な
い

13
10

76
.9

3
23

.1

＊
２

Fi
sh

er
の

正
確

確
率

検
定

＊
３

Ⅰ
.
地

域
の

健
康

課
題

の
明

確
化

と
計

画
・

立
案

す
る

能
力

、
Ⅱ

.
地

域
の

健
康

増
進

能
力

を
高

め
る

個
人

・
家

族
・

集
団

・
組

織
へ

の
継

続
的

支
援

と
協

働
・

組
織

活
動

及
び

評
価

す
る

能
力

、
Ⅲ

.
地

域
の

健
康

危
機

管
理

能
力

＊
１

「
大

変
重

要
だ

と
思

う
」

「
重

要
だ

と
思

う
」

を
「

重
要

だ
と

思
う

」
に

、
「

あ
ま

り
重

要
だ

と
思

わ
な

い
」

「
重

要
だ

と
思

わ
な

い
」

を
「

重
要

だ
と

思
わ

な
い

」
に

区
分

し
た

。

7 ．
収

集
し
た

情
報
を

統
合
し

て
ア
セ

ス
メ
ン

ト
し

、
地

域
( 集

団
/ 組

織
) の

特
性
を

明
確
に

す
る
（

地
域
を

対
象

）

Ⅰ

18
．

地
域
の

人
々
が

意
思
決

定
で
き

る
よ
う

支
援
す

る

（
個

人
/ 家

族
を

対
象

）
（＊

）

44
．

健
康
危

機
の
発

生
か
ら

の
回
復

に
向
け

た
支
援

を
行

う
（

個
人
/
家

族
を
対

象
）

43
．

健
康
危

機
の
増

大
を
防

止
す
る

（
個
人

/
家
族

を
対

象
）

42
．

健
康
危

機
の
原

因
究
明

を
行
い

、
 解

決
・
改

善
・

予
防

策
を
講

じ
る
（

個
人
/
家

族
を

対
象
）

41
．

保
健
・

医
療
・

介
護
・

福
祉
等

の
シ
ス

テ
ム
を

効
果

的
に

活
用
す

る
（
個

人
/
家
族

を
対

象
）

医 療 機 関 保 健 師 に と て の 必 要 性

実 践 能 力 ＊ ３

Ⅲ Ⅱ
自 分 が

実 践 で

き る か

45
．

健
康
危

機
へ
の

対
応
と

管
理
体

制
を
評

価
し
、

 
見

直
す

（
個
人

/
家

族
を

対
象
）

区
分

全
体

地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
づ
く

り
の
重

要
性
　

＊
１

1 ．
身
体

的
・精

神
的
社

会
文
化

的
側
面

か
ら
発
達

段
階
も
踏

ま
え
て
客
観

的
主
観

的
情
報

を
収

集
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る

（
地
域

を
対

象
）

40
．
関

係
者
・
関

係
機
関

等
の
役

割
を
明

確
に
し
、
連

絡
調

整

を
行

う
（

個
人

/
家
族

を
対
象

）

表
5　

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
認

識
（

自
分

の
活

動
上

の
重

要
性

）
と

変
数

の
関

連
（

N
＝

37
，（

＊
）

に
つ

い
て

は
N

＝
36

，
有

意
差

を
認

め
た

も
の

の
み

記
載

）
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本研究では事前に保健師の在籍を確認せず，施
設との連結も未実施との限界があるが，1施設 1
名の回答を仮定した場合の回答施設数割合は
20.2％，医療機関所属に限る場合では 14.2％と考
えた．
先行研究では，A県の病院全数に対し保健師の
在籍施設は 11.0%4）との報告がある．本研究はこ
れより高く，対象施設を特定健康診査機関に限定
したことの影響と思われた．

2）地域包括ケアの認識

本研究では，地域包括ケアシステムづくりに取
り組む重要性は高く認識されたが，自己の理解度
は低く留まった．理学療法士を対象にした調査 13）

と同様に，本研究でも地域包括ケアシステムを認
識しているものの具体的な理解が不足する傾向が
認められた．

2.　医療機関保健師に必要な実践能力

地域包括ケア推進の観点から「Ⅳ．地域の健康
水準を高める事業化・施策化・社会資源開発・シ
ステム化する能力」に着目すると，この項目平均
は「医療機関保健師に必要性『あり』」も，「自分
が実践『できる』」も，他の能力に比べ最も低かっ
た．この一因には，医療機関保健師にこれらの能
力に関連する業務経験や習得機会不足があると考
えた．医療分野の保健師が「必要な能力だが習得
の機会がない」とした能力は，連携・調整・社会
資源開発能力 43.9%，施策形成・政策提言能力
50.7％11）とされており，これらの能力の習得機会
を確保することが求められる．  
保健・医療・福祉を含めた包括ケアシステムへ

の病院の参画割合は 65％で，診療所でも 43％と
十分ではない 14）．またケアシステムの実務者会議
の医療側参画者は看護師 70％，訪問看護師 38％，
医師 32％14）で，そもそも医療機関保健師の参画が
前提とされなかった．地域包括ケアにおける看護
の役割には，地域のエンパワメント支援や在宅療
養者の健康増進と疾病・介護予防等が含まれる 15）．
これらの役割を果たすためにも医療機関側の看護
職，特に保健師が在籍する場合はより一層の参画

を促し，地域包括ケアシステムに関連する業務経
験を重ねる事が求められる．

3.　管理監督者が保健師に期待する項目

本研究では，地域包括ケアに関連する項目（9，
18，22）について，必要性「あり」は高い一方，
自分が実践「できる」割合が低かった．そのため，
これらの項目が実践可能となるよう環境調整が重
要である．
事業・社会資源の創出に関する保健師のコンピ
テンシーは「創出の必要性の把握」「創出の推進と
具現化」「創出に向けた協同」の 3因子構造であ
るという 16）．地域包括ケアシステム構築の必要性
の把握や推進・具現化，構築に向けた協同行動な
ど，地域包括ケアシステム構築のステップを細分
化して実践能力を育成する必要性が考えられた．

4.　地域包括ケアの認識と保健師の実践能力の関連

本研究では，地域包括ケアシステムの理解は，自
分が実践できるか否かと施策の評価・説明（59）
や既存の社会資源の利活用と開発の必要性の明確
化（60）との関連を認めた．いずれも地域包括ケ
アシステムを「理解している」者が実践「できる」
と回答した．
地域ケアシステムづくりに必要な資質はシステム
づくりの実践により身につく 17）．その資質には「組
織内の職員をはじめ住民・関係者に対し，相手に
合わせた趣旨説明ができる力」も含まれている 17）．
また保健師が実施する地域ケアシステムづくりの
評価指標 18）をみると，高齢福祉分野など様々な活
動分野ごとに構造（ストラクチャー）評価，プロセ
ス評価，結果（アウトカム）評価の指標が示され
ている．医療機関に所属する保健師が地域包括ケ
アシステム構築の実践を重ね，システム構築の成
果を客観的な指標をもとに評価できる力量を形成
する必要がある．

5.　地域包括ケア推進に向けた課題・方略

本研究の結果から，以下の 2点が地域包括ケア
推進に向け医療機関保健師が役割を発揮するため
の課題・方略であると考えた．
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1点目は，医療機関保健師の保健所・市町村な
ど自治体との接点の増加である．本研究でも地域
保健との連携強化や地域保健を巻き込んだ支援シ
ステムづくりの必要性が認識されたが実践できる
者は少なかった．地域保健との物理的な接点の少
なさが影響していると考える．自治体主導による
看護職連携会議の設置 19）や保健所が市町村と医療
機関をつなぐこと 20）も有用と思われた．

2点目は，医療機関保健師の地域包括ケアシス
テム推進能力の習得機会の確保である．本研究で
もこの能力の必要性は認識されたが実践できる者
は少なかった．医療機関保健師は総数が少なく，医
療機関保健師に特化した研修機会が得られにくい．
例えば行政保健師の地域ケアシステム推進能力習
得機会である中堅期向けの公衆衛生看護研修 21）の
対象者を医療機関保健師にも拡大する，都道府県・
市町村単位で実施される地域ケアシステムの研修
を地域の医療機関保健師も受講可能とするなどが
方略として考えられた．

6.　研究の限界と今後の研究上の課題

本研究の限界は，対象者を医療機関保健師に限
定できず医療を伴わない健康診査機関を含むこと，
得られた回答者数が少なく分析から除外した項目
を認めた事である．また本研究では，保健師の所
属機関が保健師に地域包括ケアシステムへの関与
を期待しているかを把握できておらず，所属組織
の体制と保健師の認識の関連が検討できていない．
今後の課題は，より多くの回答者の協力を得て

医療機関保健師と医療を伴わない健診機関の認識
の差異を検討する事，今回の分析除外項目を分析
する事，医療機関保健師の実践能力を量的に把握
できる評価指標から検討する事，医療機関の地域
包括ケアシステムへの保健師の関与の期待状況を
把握する事である．

Ⅴ．結　　論

医療機関保健師に必要だと回答された実践能力
は，個人 /家族を対象にした「Ⅰ．地域の健康課
題の明確化と計画・立案する能力」で項目平均が

最も高く，「Ⅳ．地域の健康水準を高める事業化・
施策化・社会資源開発・システム化する能力」の
項目平均が最も低かった．
また，地域ケアシステムの理解や自分の活動に
おける重要性と「Ⅳ．地域の健康水準を高める事
業化・施策化・社会資源開発・システム化する能
力」を構成する一部の項目の間に関連が認められ
た．
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〈資　料〉

唾液中 HHV-6 DNA コピー数は
学生の臨地実習ストレスマーカーとして有用か

榎本　喜彦＊，東　さくら＊，井平　勝＊＊，
飯田　忠行＊＊＊，伊藤　康宏＊＊＊＊

Is HHV-6 DNA Copy Number in Saliva a Useful Stress Marker of 
Student Stress During Clinical Training?

Yoshihiko Enomoto＊ , Sakura Higashi＊ , Masaru Ihira＊＊ , 
Tadayuki Iida＊＊＊ , Yasuhiro Itou＊＊＊＊

要　　約

臨床検査技師を目指す学生が臨地実習の前後に受けるストレスの大小を評価するためのストレスマーカー
の検討を行った．この研究では，主観的ストレス強度を STAI，SDS，Affect Gridで，睡眠の質の良否を
PSQIでそれぞれ得点化した．客観的ストレス強度は HHV-6 DNAのコピー数および検出率（％）を指標
とし，唾液サンプルから Real-time PCR法にて測定をした．HHV-6 DNAは臨地実習終了 10日後の値が
ピークであり，検出率およびコピー数はそれぞれ 88％および 1045± 730 copies/mLであった．これらの
結果から，HHV-6 DNAは臨地実習の早期ストレスマーカー（early stress marker）としての有用性は低
いが，遅延ストレスマーカー（delayed stress marker）としての有用性は高いと考えられる．．

Key Words： 臨地実習ストレス（Clinical training stress），ヒトヘルペスウイルス 6（HHV-6）（Human 
herpesvirus-6 (HHV-6)），HHV-6 DNA（HHV-6 DNA），再活性化（Viral reactivation），
ストレスマーカー（Stress marker）

Ⅰ．緒　　言

視床下部（hypothalamic）－下垂体（pituitary）
－副腎（adrenal）軸（HPA軸）に関係するホル
モンや自律神経反応などはよく知られたストレス
の指標であるが，現在も新たなストレス指標の探

索は続けられており，その中には潜伏感染をして
いるウイルスの再活性化の研究もある．再活性化
をするウイルスの代表的な一つであるヒトヘルペ
スウイルス 6 （HHV-6） は，日本人のほとんどが
幼児期早期までの間に初感染し，突発性発疹を起
こす 1）．初感染後には様々な細胞に潜伏感染する

＊四日市看護医療大学　看護医療学部　臨床検査学科
＊Department of Medical Technology, Faculty of Nursing and Medical Care, Yokkaichi Nursing and Medical Care University
＊＊藤田医科大学　医療科学部　臨床教育連携ユニット　臨床医工学分野
＊＊Faculty of Clinical Science for Biological Monitoring, Fujita Health University, School of Medical Sciences
＊＊＊県立広島大学　保健福祉学部　保健福祉学科　理学療法学コース
＊＊＊Department of Physical Therapy, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima
＊＊＊＊四日市看護医療大学大学院　看護医療学研究科　臨床検査学専攻
＊＊＊＊Graduate School of Nursing and Medical Care, Yokkaichi Nursing and Medical Care University
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が，リンパ球系の細胞への親和性が高く，中枢神
経系合併症や臓器移植をはじめ各種のストレスに
よる再活性化が問題となっている 2, 3）．
学生を研究対象としてストレスを検討する場合，

そのストレス源（ストレッサー）の多くは試験負
荷かフィジカル負荷である．しかしながら，医療
系の国家資格の取得を志す学生にとってのスト 
レッサーには客観的臨床能力試験（Objective 
Structured Clinical Examination；OSCE） 2），臨
地実習および国家試験 4）などトレーニングを含め
て期間が長くストレス感が高くなる傾向がある．臨
床検査技師教育の臨地実習は約 3か月間を要する
ため 5），そのストレッサーは，長期間に及ぶ実習日
程，多部署のローテーションを繰り返す環境要因
の他，学生個人の学習達成度の差，体力や適応力
の相違など様々なものが想定される．このように
して生じるストレス時の生体情報（例えば血清酵
素やホルモン分泌量，心拍の R-R間隔変動，潜伏
ウイルス活性など）はストレスマーカーと呼ばれ，
患者治療や患者指導のための資料となっている．
本研究の目的は，従来から治療後のストレス

マーカーとして注目されている HHV-66）が，健常
学生の臨地実習によって生じるストレスの指標と

して有用であるかについて検討を行うことである．

Ⅱ．方　　法

1.　実験参加者

実験参加者は，本研究の内容に賛同し，自ら参
加を申し出た本学臨床検査学科の第 3学年の男性
8名，女性 9名の 17名（21～22歳）であった．予
め研究内容を説明し，参加を申し出た学生から文
書による承諾を得た．また，途中離脱や実験不参
加があった場合にも何ら不利益を被らないことを
説明した．途中 1名が実験から離脱したため，最
終的に採用されたデータは男性 7名，女性 9名の
16名分であった．

2.　測定項目と測定方法

2-1　主観的評価法

不安感，抑うつ感，睡眠の質得点の評価方法は
表 1に記した．

2-1-1　不安感の評価

不安感の評価には，日本版 STAI（状態・特性
不安検査：State-Trait Anxiety Inventory；三京
房，京都） 7）を用いた．

表１　主観指標の評価法

評 価

男性 女性 男性 女性

50-80 51-80 Ⅴ：非常に高い 53-80 55-80
41-49 42-50 Ⅳ：高い 44-52 45-54
32-40 31-41 Ⅲ：普通 33-43 34-44
23-31 22-30 Ⅱ：低い 24-32 24-33
20-22 20-21 Ⅰ：非常に低い 20-23 20-23

評価

健常

軽度

中等度

重度

この得点が2週間以上持続すると評価が確定

6以上

5.5

得点

得点

睡眠障害がある

cut-off値
評価

STAI (State-Trait Anxiety Inventory)

SDS (Self-rating Depression Scale)

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)

状 態 不 安 得 点 特性不安得点

56以上

48-55
40-47

40以下
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2-1-2　抑うつ感の評価

抑うつ感の評価には，日本版 SDS（自己評価式
抑うつ性尺度：Self-rating Depression Scale；三
京房，京都） 8）を用いた．

2-1-3　Affect Grid による感情評価

感情評価は Affect Gridを用いた．これは，覚
醒度（arousal）と感情価（pleasure）の 2 次元
（縦軸：覚醒度，横軸：感情価）を持つ単一項目の
感情評定法である 9）．感情価は得点が高いほど快
感情が高い．

2-1-4　睡眠の質の評価

睡眠の質の評価には，ピッツバーグ睡眠質問票日本
語版 10）（Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI);）
を用いた．

2-2　客観的評価法

2-2-1　唾液採取と DNA 抽出

唾液採取は，SalivetteⓇ （SARSTEDT AG & 
Co. KG, Nuembrecht, Germany）を用い，1分間
に分泌された唾液を吸収させた後，1000g× 10分
間の遠心分離により唾液を採取し，DNA抽出ま
で -80℃で保存した．

DNA抽出は，QIAamp DNA Blood Mini Kit
（CD Creative DiagnosticsⓇ；Shirley, NY, USA）
を用い，DNA sampleとした．

2-2-2 Primer および Probe

DNA増幅のための Primerペアの塩基配列は下
記の通りである 11）．
H6TA1(sense):
　5’-TTTGCAGTCATCACGATCGG（20mer）
H6TA2(antisense):
　5’-AGAGCGACAAATTGGAGGTTTC（22mer）

Probeの塩基配列は下記の通りである 11）．
H6B MGB : FAMTM色素 -AAGCCACAGCAGCCA-
クエンチャー

2-2-3　 Real-time PCR 法による HHV-6B のコ

ピー数の測定

HHV-6のコピー数の測定にはReal-time PCR法
を用いた．すなわち，Mixtureは 2×Fast Universal 
PCR Master Mix （TaqManTM; Thermo Fisher 
Scientific Inc., Waltham, MA, USA） 12） を 用 い，

25μL中に10 pmol Primer: H6TA1，10 pmol Primer: 
H6TA2，5 pmol Probe: H6B MGBになるように
混合した．これに DNA sample 5μLを加え，
StepOnePlusTMシステム （Applied Biosystems; 
Foster City, Ca, USA）を用い，50サイクル
（Holding stage：95℃（20秒），Cycling stage： 
95℃（1秒），60℃（20秒）を 50サイクル）増幅
した．

2-3　実験プロトコール

1回目のサンプリング時期は臨地実習 1週間前
（①とする，以下同），2回目のサンプリング時期
は臨地実習終了 1日後（②），3回目のサンプリン
グ時期は臨地実習終了 10日後（③），4回目のサ
ンプリング時期は臨地実習終了 1か月後（④）に
それぞれ設定した．
各サンプリング時には Affect-grid，STAI，SDS，

PSQIの 4種類の質問紙への記載と SalivetteⓇを
使用して唾液の採取を実施した．

3.　研究倫理と研究助成費

この研究は四日市看護医療大学研究倫理委員会
の承認を得て行った（承認番号：172）．実験に際
し，ヘルシンキ宣言を遵守した．また，本論文に
関して開示すべき利益相反事項（COI）はない．本
研究の一部は，四日市看護医療大学の宮崎徳子助
成金（令和 4年度）を得て行った．

4.　統計分析

相関係数の算出には Peasonの相関係数を，実
験参加者個人のデータの推移の検定には対応のあ
る t検定を，性差による値の差の検討には，異な
る母集団の差の検定をそれぞれ用いた．いずれも
有意水準は 5％とした．統計解析にはMicrosoftⓇ

ExcelⓇ2021の分析ツールを用いた．除外基準は，
検体の感染性を鑑みて新型コロナウイルス感染症
の感染が判明した者，質問紙への回答に異常を生
じる可能性がある睡眠障害，精神障害を発症した
者とした．
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Ⅲ．結　　果

結果は表 2に示した．
1.　主観的ストレス指標の得点の推移

1-1　状態不安得点および特性不安得点

状態不安得点は，女子だけでみると①と比較し
④では得点が有意に低下していた．また，特性不
安得点は，全体および女子では①に較べ④で有意
な低下を認めた．

1-2　SDS による抑うつ得点

全体および性別ともに有意な変化を認めなかっ
た．

1-3　Affect Grid による覚醒得点と感情得点

覚醒感は①と較べ②，③，④で有意に高くなっ
ていた．性別では，男女とも①と較べ③で有意に

高かった．また，③では，覚醒感と快感情との間
に r=-0.570 （p=0.021）負の相関が認められた．

1-4　PSQI による睡眠の質得点

睡眠の質は全体では有意な変化を認めなかった．
しかしながら，④において 1名の得点が 15点で
あり，標本の分散が正規分布であったため，
Grubbs-Smirnovの棄却検定により棄却できた．
その結果，④は 4.9点となり，①と較べ④には有
意な低下を認めた．

2.　唾液中 HHV-6 DNA の推移

2-1　HHV-6 DNA のコピー数および検出率

HHV-6 DNAのコピー数（copies/mL）および
検出率（％）は表 2のとおりであった．HHV-6 
DNAのコピー数は，全体として①と比較して③
で有意に増加していた．

表２　各項目の分析結果
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2-2　HHV-6 DNA の検出率とコピー数の関連

HHV-6 DNAの検出率とコピー数の両者の関連
性をカイ二乗検定による独立性の検定で調べたと
ころ，χ2 （0.05） = 1.064 （<7.815）であり両者に差
異を認めなかった．これは，検出率が増加すれば
コピー数が増加することを意味する．

3.　HHV-6 DNA のコピー数と主観指標の間の相関

3-1　不安得点，抑うつ得点，睡眠の質得点

状態不安得点，特性不安得点，抑うつ得点，睡
眠の質得点のいずれも有意な相関は認められな
かった．

3-2　感情評価得点

HHV-6 DNAのコピー数と覚醒感との間には③
の実習終了 10日後に r = -0.656 （p=0.006）の有
意な負の相関が認められた．

Ⅳ． 考　　察

ヘルペスウイルス科βヘルペスウイルス亜科に
属する DNAウイルスである HHV-6はほとんど
の日本人に潜伏感染しており，強いストレス後に
再活性化して口唇ヘルペスなどを起こすことが知
られているが，再活性化されたHHV-6は唾液中
に分泌される 6）．本報告ではこの性質を応用し，
唾液中の HHV-6 DNAコピー数が学生の臨地実
習ストレスマーカーとして有用かどうか，臨床検
査技師を目指す学生の臨地実習前後で評価した．
主観指標の推移から臨地実習 1週間前には既に

状態不安，特性不安，抑うつ感の上昇と睡眠の質
の低下が推測できる得点を示していた．したがっ
て，実験開始時には臨地実習への不安や緊張が既
に高くなっていたと考えられる．主観指標は実習
終了 1か月後には，女子学生では平均で「普通」，
「健常」レベルになっていた．しかし，男子学生で
は実習 1週間前と変化なく，平均値で「高い」レ
ベルで推移し，臨地実習 1か月後では男女間に有
意差を生じた．数値では女子学生のストレス耐性
が高いとも捉えられるが，ストレス感というネガ
ティブな感情を隠蔽せずに意識化し，言語化する

ほど精神的・身体的健康に良好な結果をもたらす
ことが知られている 13）．また，女性は男性より他
者に話す傾向が高いことがネガティブ感情を発散
する要因となったと考えられる 14）．
なぜストレスを受けていると抑うつ感が高くな
るのかについて，近年，Kobayashiらの HHV-6
の研究から次のように考えられるようになってき
た．唾液腺に潜伏感染しているHHV-6の亜型で
ある HHV-6Bはストレスにより再活性化され，こ
れが嗅球アストロサイトに感染する．すなわち，ス
トレスにより唾液腺HHV-6Bが再活性化され，嗅
球アストロサイトに潜伏感染したHHV-6 Bは「生
物学的試料中のHHV-6の潜伏感染中間段階転写
物によってコードされる小タンパク質：small 
protein encoded by the intermediate stage 
transcript of HHV-6-1（SITH-1）」の産生を誘導
する．SITH-1は「宿主タンパク質カルシウム調
節リガンド：host protein calcium-modulating 
ligand（CAML）」と複合体を作り細胞外カルシウ
ムの流入を促進し，その結果，嗅球のアポトーシ
スおよび HPA軸の過剰活性化が起こり，抑うつ
症状を示す 6）．今回の結果の中で主観指標と客観
指標の間に唯一有意な相関（負）を認めたのは実
習終了 10日後の覚醒感と HHV-6 DNAコピー数
であり，HHV-6 DNAのコピー数が多く再活性化
が高いほど覚醒感が低いことを表している．覚醒
感と快感情との間に負の相関が認められたことか
らも，HHV-6の再活性化による身体症状ではない
かと考えられる．臨地実習終了翌日（1日後）の
HHV-6 DNAの検出率が最も高値で 87.5％であ
り，平均コピー数も 1045 copies/mLと最も高値
であったことから，臨地実習がストレスとなって
いたことは確実と考えられる．興味あることに男
子学生では臨地実習終了 1か月後でも HHV-6の
コピー数が低下せず，女子学生とは有意な差を呈
した．Iidaらによる女子大学生の OSCE前後の
唾液中 HHV-6 DNAのコピー数は終了 1週間後
に最も高値であり，本報告とほぼ一致していた．
さらに，状態不安得点および特性不安得点の推移
ともに本報告とほぼ一致していた 2）．また，近藤
は，就労中の疲労で 88％の人が HHV-6の再活性
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化を認めたことを報告している 15）．この値は臨地
実習終了 10日後の値と同等である．すなわち，
HHV-6 DNAは臨地実習終了直後より，それ以後
の 1週間から 10日後あるいはそれ以降にピーク
となる遅延性のストレスマーカーになると考えら
れた．これらの結果から，HHV-6 DNAのコピー
数は，臨地実習の早期ストレスマーカー（early 
stress marker）としての有用性はやや低いが，遅
延ストレスマーカー（delayed stress marker）と
しての有用性は高いと考えられ，例数を増加させ
て検討する意義がある．

Ⅴ． 結　　論

臨地実習前後での主観指標と客観指標としての
HHV-6 DNAコピー数を測定した．主観指標は実
習終了翌日に高値である傾向がみられたが，客観
指標は実習終了 10日後にピークが認められた．
主観指標と客観指標の関係は覚醒感との間に負の
相関が認められ，これは身体の疲労感を表してい
ると考えられた．また，HHV-6 DNAコピー数の
ピークが 10日後であったことから，臨地実習で
の遅延ストレスマーカーとなると考えられる．本
報告は最初の検討結果であり，今後は異なる条件
での測定およびマーカーを追加して実施し，その
結果から学生指導の一助として有用な利用方法を
検討する予定である．
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Ⅰ．緒　　言

日本の平均寿命は延伸し続けており，高齢者人
口（65歳以上の人口）の割合は 29.1％となって
いる 1）．高齢者が増加する中，就労を継続してい
る高齢者も多く，その理由は「収入がほしいから」
の割合が高いが，「働くのは体によいから，老化を
防ぐから」が多いのが日本の特徴である 2）．65歳
以上まで働きたいと考えている人の割合は 6割を
占めている 3）．
一方で，少子高齢化により日本の労働人口は減
少傾向にあり 4），労働力不足から，国として，高齢
者の雇用確保への取り組みがなされ，働く意欲と能

力のある高年齢者が年齢を問わず働くことができる
社会へと歩みを進めている．1985年に高年齢者雇
用安定法が制定され，60歳定年が努力義務となっ
てから，複数回高年齢者雇用確保措置対象年齢の
引き上げが段階的に義務化され，2021年には改正
高年齢者雇用安定法の施行により，70歳までの就
業確保措置が努力義務化されるなど，高年齢者の
就業に関する制度整備が行われてきた．一方で，高
年齢者の就業機会整備と並行し，年金受給開始年
齢の段階的引き上げが行われたことも，高年齢者の
就労継続に影響しているものと考えられる．
高齢者の就労に関して，就労する高齢者の特徴 5），
就労理由 6），ソーシャルキャピタルとの関連 7）など

〈資　料〉

高齢期における就労が健康に及ぼす影響に関する文献検討

藤井　夕香＊， ＊＊，佐藤　優子＊， ＊＊

Literature review on the impact of working in old age on health

Yuka Fujii＊， ＊＊ , Yuuko Satou＊， ＊＊

要　　約

本研究の目的は，高齢者の就労が健康に与える影響について明らかとし，高齢者の就労を支援するため
の示唆を得ることである．医学中央雑誌（Web）を用い，キーワードを「高齢者」and「就労」and「健
康」として検索を行った．タイトルスクリーニング，アブストラクトスクリーニング，本文精読にて 6件
の文献を抽出し，ハンドサーチによる 4件を加え 10件の文献を分析対象とした．量的研究 9件，質的研
究 2件（内 1件は量的研究も質的研究も実施していた）であった．高齢者の就労が健康に与える影響とし
て，プラス面では主観的健康感の向上や，生活機能の低下を予防することが示された．また，高齢者が就
労する意義も一部明らかとなった．マイナス面では就労の目的によっては主観的健康感が低下し心理的苦
痛が増すことが示された．就労を希望する高齢者がその目的に応じて就労できるよう，就労目的を確認し，
希望に応じた就労内容や就労日数などを調整することが重要となる．

Key Words： 高齢期（Aging）， 就労（Work），健康（Health）， 文献検討（Literature Review）

＊四日市看護医療大学　看護医療学部
＊Yokkaichi Nursing and Medical Care University
＊＊四日市看護医療大学　産業看護研究センター
＊＊Reserch Center for Occupational Health Nursing, Yokkaichi Nursing and Medical Care University



32 高齢期における就労が健康に及ぼす影響に関する文献検討

様々な視点から研究がなされてきた．中でも，高齢
者の健康に関する研究は積み重ねられており，就労
と主観的健康感との関連 8）や，介護予防との関連 9）

などが報告されている．
今回，高齢者が就労することで高齢者の健康に

与えるプラス面とマイナス面を文献検討により明
らかとしたい．今後就労する高齢者が益々増加す
ることが予測されるが，これらを明らかにするこ
とで，高齢者の就労への支援について示唆を得る
ことできると思われる．
本研究は，高齢者の就労が健康に与える影響に

ついて明らかとし，高齢者の就労を支援するため
の示唆を得ることを目的とする．

Ⅱ．研究方法

1.　用語の定義

本研究における「健康」は，日本においても多
くの研究で使用されてきた健康の身体的側面，精
神的側面，社会的側面を総合化した健康指標であ
る「主観的健康感」に添うものとする 10）．
また，「就労」は，期間の長短や正規雇用の有無

を問わず，対価のある仕事や業務に就くこととする．

2.　文献検索方法

文献は，医学中央雑誌（Web）を用いて 2013
年から 2024年 8月に発表された文献を対象とし
た．2013年とした理由は，2013年は「高年齢者
の雇用の安定等に関する法律」が改正され，段階
的に希望者全員を 65歳まで雇用することが企業
に義務付けされ，高齢者の雇用が促進された年で
あるからである．
検索式は「高齢者」and「就労」and「健康」と

して検索を行った．医中誌の検索で抽出された国
内発行の英語論文を含む．最終検索日は 2024年
8月 7日である．
文献の選定条件は，就労している高齢者を対象

としている，就労が高齢者の健康に影響している
ことを示している，調査場所が日本であることと
した．除外条件は，抄録のないもの，解説，事例，
会議録とした．なお，高齢者は一般的には 65歳

以上であるが，60歳退職も多いことより 60歳以
上が対象である文献とした．

Ⅲ．結　　果

1.　文献検索結果

医学中央雑誌より 518件の文献が検索された．
タイトルスクリーニング，アブストラクトスクリー
ニング，本文精読にて 6件の文献を抽出し，ハン
ドサーチによる 4件を加え最終的に 10件とした
（図 1）．年金受給開始年齢の変更にさらされる可
能性が高いものとして 55～69歳を対象とした文
献が 1件あり，含めた．
抽出された文献は発表年，タイトル，研究目的，
研究デザイン・データ収集方法，対象，結果につ
いて整理した．その際，研究内容の意図を損なわ
ないように留意した（表 1）．
　

2.　分析対象論文の概要

量的研究が 9件 8, 9, 11–13, 15–18），質的研究が 2件 14, 15）

であった（内 1件は量的研究も一部実施している）．
量的研究 9件の内訳は，縦断研究が 5件 8, 9, 11, 13, 18），
横断研究が 4件 12, 15–17）であった．縦断研究は 2
年，3年，5年，8年の期間としており，3年の文
献が 2件あった．縦断研究における健康について
の評価は，主観的健康感，基本的日常生活動作，
手段的日常生活動作，認知機能，要介護状態，老
健式活動能力指標，フレイル発症としていた．横
断研究 2件は，働く意義や自己評価による健康状
態などについて調査していた．
調査対象は，量的研究では 141人から 1,483,591

人と幅があり，国民生活基礎調査を基にしたもの，
地域の住人，通所介護事業所の利用者，生きがい
就労トライアルの参加者など様々であった．いずれ
も就労内容や就労時間，就労形態（正規職員か非
正規職員かなど）は設定していなかった．

2013年の「高年齢者の雇用の安定等に関する法
律」改訂前が調査期間である文献は，就労が健康に
与える影響について，認知機能，基本的日常生活動
作，要介護の有無などで調査したものが多く 8, 9, 11），
健康に対するプラス面が多く報告されていた．2013
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年以降が調査期間である文献は，それらを踏まえ，
就労継続につながる要因 12），就労動機 13），心理的
負担 17）など就労に関してより多くの視点より調査
されていた．

3.　就労が健康に与える影響

1）就労が健康に与えるプラス面

量的研究より，就労により主観的健康感での健
康不良の確率は低下した 17）．就労している高齢者
が感じるプラス面は，「健康維持・増進」「時間の
活用」であった 16）．また，社会参加先の一つであ
る就労は，フレイル発症のリスクを低下させた 18）．
性差で比較した研究において，男性に，就労が

基本的日常生活動作の低下を防ぐ効果が見られ，
就労を継続した男性は要介護状態と認知機能低下
を防いだ 9）という報告がある．一方女性では，就
労を継続した女性は手段的日常生活動作低下のリ
スクが低かった 9）．また，「人から感謝されること
がうれしい」が性差において有意差がみられた 12）．
年齢で比較した研究において，前期高齢者と後

期高齢者で比較した場合，後期高齢者では主観的
健康感の「非健康」「健康」の間で有意差を認めた
ものに就労があった．前期高齢者では有意差を認
めなかった 8）．後期高齢者では，「好きなことを仕
事としてできるのが楽しい」「人から感謝されるこ
とがうれしい」「働き続けられるように体調管理に

は気を遣う」に有意差がみられた 12）．
質的研究より，通所介護事業所の利用者への就
労に関するインタビューより，【対象となる活動を
「仕事」であると認識する】【自信と責任をもって
活動を行う】【よいストレスを得る】【主体的な試
行錯誤によって得た知識や技術を継承する】【生活
行為の範囲を拡大する】【自己の行った活動を振り
返り，成果を認識する】【社会からの注目を受けて，
社会性を発揮する】の 7つのカテゴリーが抽出さ
れた 14）．生きがい就労トライアル参加者へのイン
タビューより，【学び・気づき】【働けたこと・職
場への感謝】【日常生活の変化】【事業への評価】
【貢献への意識】の 5つのカテゴリーが抽出され
た 15）．いずれも就労することのプラス面が抽出さ
れている．

2）就労が健康に与えるマイナス面

量的研究より，就労の動機が経済的理由である
高齢者は自己評価健康度および高次生活機能が低
下しやすいこと 13），自己評価による心理的苦痛の
確立は増加すること 17）が報告されている．また，
後期高齢者では「仕事中に人間関係でイライラし
たり，カッとなることがある」こと 12）が報告され
ている．
質的研究より，生きがい就労体験者へのインタ
ビューにて「若いスタッフの言葉遣いや指示の統

図 1　文献検索のフローチャート

 対象が就労している高齢者でない 414件
 文献レビュー 4件
 解説・総説  57件

 対象が就労している高齢者でない 2件
 就労が高齢者の健康に影響していることを示していない 15件
 調査場所が日本ではない 4件
 尺度開発 1件

検索結果
医学中央雑誌 518件

タイトルスクリーニング 削除 475件
518件

アブストラクトスクリーニング 削除 22件
43件

フルテキスト精読
21件 削除 15件

 職場環境 2件 行政の仕組みづくり 1件
ハンドサーチ 件1 動活暇余件2 由理労就 

追加 4件  アウトカムが不明確 3件 自主的健康づくり 1件

 社会活動に就労が含まれていない 1件  
採用論文

 就労する高齢者の特徴 2件 地域差 1件

10件
 プロシーディング １件
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引
用
番
号

筆
頭
者

発
表
年

タ
　
イ
　
ト
　
ル

研
　
究
　
目
　
的

研
究
デ
ザ
イ
ン

デ
ー
タ
収
集
方
法

対
　
　
　
象

結
　
　
　
　
果

8）
山
内
加
奈
子

20
15

地
域
高
齢
者
の
主
観
的
健
康
観
の
変
化
に
影
響
を

及
ぼ
す
心
理
・
社
会
活
動
要
因
　

5
年
間
の
追
跡

調
査

地
域
高
齢
者
に
お
け
る

5
年
間
の
縦
断
的
研

究
に
よ
り
主
観
的
健
康
観
の
低
下
に
影
響
を

及
ぼ
す
心
理
・
社
会
活
動
要
因
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
．

量
的
研
究

（
縦
断
研
究
・

5
年
間
）

質
問
紙
調
査

地
域
に
在
住
す
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者

7,
41

3
人
全
員
に
「
高
齢
者
総
合
健
康
調
査
」

を
実
施
し
，

85
歳
以
上
ま
た
は
日
常
生
活
動

作
で
介
助
を
必
要
と
す
る
も
の
お
よ
び

5
年
間

に
お
け
る
死
亡
・
異
動
等
を
除
い
た

4,
37

2
人

主
観
的
健
康
感
の
「
非
健
康
」「
健
康
」
の
間
で
有
意
差
を
認
め
た
も
の
は
，

男
性
後
期
高
齢
者
で
は
，
仕
事
，
喫
煙
，
老
健
式
活
動
能
力
指
標
，
生
活
満

足
度
尺
度

K
で
あ
っ
た
．
女
性
後
期
高
齢
者
で
は
，
仕
事
，
高
血
圧
，
老
健

式
活
動
能
力
指
標
，
生
活
満
足
度
尺
度

K
，
う
つ
傾
向
で
あ
っ
た
．
前
期
高

齢
者
で
は
男
性
女
性
と
も
，
仕
事
は
有
意
差
を
認
め
な
か
っ
た
．

9）
K

im
ik

o 
To

m
io

ka
20

18

Be
ne

fic
ia

l e
ffe
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s 
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ki

ng
 la

te
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fe
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he
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th
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f c
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lin

g 
ol

de
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高
齢
に
な
っ
て
も
働
き
続
け
る
こ
と
が
健
康
に

プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
，
あ
る
い
は
マ
イ
ナ
ス
に

な
る
の
か
を
明
ら
か
と
す
る
．

量
的
研
究

（
縦
断
研
究
・

3
年
間
）

質
問
紙
調
査

奈
良
県
の

2
つ
の
市
町
村
に
住
む

65
歳
以
上

の
11

,1
83
人

要
介
護
，
認
知
機
能
低
下
，
手
段
的

AD
L
低
下
の

3
つ
の
健
康
ア
ウ
ト
カ

ム
を
検
討
し
た
結
果
，
就
労
を
継
続
し
た
高
齢
男
性
は
要
介
護
と
認
知
機
能

低
下
を
防
い
だ
．
就
労
を
継
続
し
た
高
齢
女
性
は
，
手
段
的

AD
L
低
下
の
リ

ス
ク
が
有
意
に
低
か
っ
た
．
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）

Yo
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20
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 o

f d
ai
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 li

vi
ng

 
di

sa
bi

lit
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in
 J

ap
an

es
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ur
ba
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an

d 
ru
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co
m

m
un

ity
-d

w
el

lin
g 

el
de

rl
y 

re
si

de
nt

s: 
An

 
8-

ye
ar

 p
ro

sp
ec

tiv
e 

st
ud

y

都
市
部
お
よ
び
農
村
部
の
日
本
人
高
齢
者
に

お
い
て
，
有
給
の
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
が

良
好
な
機
能
的
健
康
の
維
持
の
予
測
因
子
に

な
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
．

量
的
研
究

（
縦
断
研
究
・

8
年
間
）

65
～

84
歳
の
都
市
部
在
住

30
6
人
と
農
村
部

在
住

67
5
人

い
ず
れ
の
地
域
で
も
働
い
て
い
な
い
参
加
者
は
働
い
て
い
る
参
加
者
よ
り
も
基

本
的
日
常
生
活
動
作
（

BA
D

L）
が
低
下
し
や
す
か
っ
た
．
し
か
し
，
都
市

部
の
女
性
は
例
外
で
あ
っ
た
．
よ
っ
て
，
就
労
が

BA
D

L
の
低
下
を
防
ぐ
効

果
は
男
性
に
み
ら
れ
た
．

12
）
米
澤
洋
美

20
19

地
方
農
村
部
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
の
就

業
の
意
義

地
方
農
村
部
に
お
け
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
会
員
の
就
業
に
対
す
る
思
い
を
把
握
し
，

性
別
や
年
齢
に
応
じ
た
入
会
促
進
と
継
続
就

業
に
繋
が
る
支
援
の
示
唆
を
得
る
．

量
的
研
究（
横
断
研
究
）

質
問
紙
調
査

X
県

Y
町

Z
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
所

属
す
る

14
1
人

所
得
を
得
る
以
外
に
交
流
や
健
康
に
働
く
意
義
を
感
じ
て
い
る
者
が
多
か
っ
た
．

性
別
で
は
女
性
は
「
人
か
ら
感
謝
さ
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」
に
有
意
差
が
あ
っ

た
．
年
代
別
で
は

75
歳
以
上
の
高
齢
者
は
「
好
き
な
こ
と
を
仕
事
と
し
て
で

き
る
の
が
楽
し
い
」「
人
か
ら
感
謝
さ
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」「
働
き
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
体
調
管
理
に
は
気
を
遣
う
」「
仕
事
中
に
人
間
関
係
で
イ
ラ
イ
ラ

し
た
り
カ
ッ
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
に
有
意
差
が
あ
っ
た
．

13
）

Yu
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20
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ffe
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re
ti

re
m

en
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ag
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 A
 2

-y
ea

r 
lo

ng
itu

di
na

l s
tu

dy

高
齢
者
に
お
け
る
有
給
雇
用
の
健
康
効
果
は

就
労
動
悸
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
．

動
機
に
着
目
し
高
齢
者
に
お
け
る
就
労
の
健

康
効
果
を
検
討
す
る
．

量
的
研
究

（
縦
断
研
究
・

2
年
間
）

質
問
紙
調
査

東
京
都
大
田
区
に
在
住
し
て
い
る

65
歳
以
上

の
高
齢
者
の
う
ち
，
有
給
の
仕
事
を
し
て
い
る

2
年
間
調
査
が
可
能
で
あ
っ
た

1,
06

9
人

動
機
が
経
済
的
理
由
で
あ
る
高
齢
労
働
者
は
，
自
己
評
価
健
康
度
お
よ
び
老

研
式
活
動
能
力
指
標
で
測
定
さ
れ
る
高
次
生
活
機
能
が
低
下
し
や
す
い
．
非

金
銭
的
な
理
由
の
み
を
有
す
る
も
の
と
，
金
銭
的
理
由
と
非
金
銭
的
理
由
の

両
方
を
有
す
る
者
と
の
間
に
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
．

14
）
永
井
邦
明

20
21

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
生
き
が
い
就
労
に

お
け
る
金
銭
的
対
価
の
意
義

生
き
が
い
就
業
に
お
け
る
金
銭
的
対
価
が
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
生
き
が
い
に
ど

の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
と
し
，

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
，
金
銭
的
対

価
の
発
生
す
る
就
業
を
支
援
す
る
意
義
に
つ

い
て
検
討
す
る
．

質
的
研
究

マ
イ
ク
ロ
・
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー

要
支
援

1～
要
介
護

3
ま
で
の
通
所
介
護
事
業

所
の
利
用
者

70
歳
代
前
半
～

90
歳
代
前
半

の
7
人

【
対
象
と
な
る
活
動
を
「
仕
事
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
】【
自
信
と
責
任
を
も
っ

て
活
動
を
行
う
】【
よ
い
ス
ト
レ
ス
を
得
る
】【
主
体
的
な
試
行
錯
誤
に
よ
っ
て

得
た
知
識
や
技
術
を
継
承
す
る
】【
生
活
行
為
の
範
囲
を
拡
大
す
る
】【
自
己

の
行
っ
た
活
動
を
振
り
返
り
，
成
果
を
認
識
す
る
】【
社
会
か
ら
の
注
目
を
受

け
て
，
社
会
性
を
発
揮
す
る
】
の

7
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
が
析
出
さ
れ
た
．

15
）
安
里
知
陽

20
22

介
護
施
設
に
お
け
る
生
き
が
い
就
労
の
効
果
と
課

題

介
護
施
設
で
の
生
き
が
い
就
労
を
通
し
た
「
世

代
性
」
を
含
む
個
人
に
対
す
る
効
果
と
，
介

護
施
設
で
の
生
き
が
い
就
労
の
実
践
に
お
け

る
課
題
を
検
討
す
る
．

量
的
研
究（
横
断
研
究
）

/質
的
研
究

①
質
問
紙
調
査

/②
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
（
半

構
造
化
面
接
）

「
宝
塚
市
健
康
・
生
き
が
い
就
労
ト
ラ
イ
ア
ル
」

へ
の

60
歳
以
上
の
参
加
者

52
人
（
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
協
力
者
は

10
人
）

①
「
貢
献
に
対
す
る
満
足
度
」「
世
代
性
（
次
の
世
代
を
確
率
さ
せ
導
く
こ
と

へ
の
関
心
と
い
う
高
齢
期
に
お
い
て
も
重
要
な
発
達
課
題
）」
が
有
意
に
高
く

な
っ
て
い
た
．

②
【
学
び
・
気
づ
き
】【
働
け
た
こ
と
・
職
場
へ
の
感
謝
】【
日
常
生
活
の
変
化
】

【
事
業
へ
の
評
価
】【
貢
献
へ
の
意
識
】
の

5
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
析
出
さ
れ
た
．

16
）
中
本
五
鈴

20
23

高
年
齢
介
護
助
手
が
就
労
に
よ
っ
て
感
じ
る
メ
リ
ッ

ト
と
情
緒
的
消
耗
感
と
の
関
連
：
横
断
研
究

高
年
齢
介
護
助
手
が
介
護
施
設
で
の
就
労
に

よ
っ
て
感
じ
て
い
る
メ
リ
ッ
ト
の
パ
タ
ー
ン
を

明
ら
か
に
し
，
メ
リ
ッ
ト
の
パ
タ
ー
ン
と
情
緒

的
消
耗
感
の
関
連
を
検
討
す
る
．

量
的
研
究（
横
断
研
究
）

質
問
紙
調
査

59
9
施
設
の

60
歳
以
上
の
高
年
齢
介
護
助
手

1,
60

6
人

メ
リ
ッ
ト
に
関
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
健
康
維
持
・
増
進
」，
次
に
多
か
っ

た
も
の
は
「
時
間
の
活
用
」
で
あ
っ
た（
ど
ち
ら
も

80
％
以
上
）．
多
用
な
メ
リ
ッ

ト
を
感
じ
て
い
る
，
ま
た
は
内
向
的
（
健
康
維
持
・
増
進
や
時
間
活
用
）
な
メ

リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
情
緒
的
消
耗
感
得
点
の
低
さ
と
関
連
し
て
い
た
．

17
）

Ta
ka

sh
i

O
sh

io
20

23

W
ill

 W
or

ki
ng

 L
on

ge
r 

En
ha

nc
e 

th
e 

H
ea

lth
 

of
 O

ld
er

 A
du

lt
s?

 A
 P

oo
le

d 
A

na
ly

si
s 

of
 

Re
pe

at
ed

 C
ro

ss
-s

ec
tio

na
l D

at
a 

in
 J

ap
an

定
年
及
び
年
金
受
給
年
齢
の
変
更
に
さ
ら
さ

れ
る
可
能
性
が
最
も
高
い

55
～

69
歳
の
個
人

を
対
象
に
，
就
労
状
況
と
健
康
の
関
連
を
調

査
す
る
．
　

量
的
研
究（
横
断
研
究
）

国
民
生
活
基
礎
調
査
よ

り
デ
ー
タ
を
得
る

「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
か
ら
得
ら
れ
た

55
~6

9
歳
の

1,
48

3,
59

1
人

自
己
評
価
に
よ
る
健
康
不
良
の
確
率
は

6.
7
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
，
心
理
的
苦
痛

の
確
率
は

12
.2
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
．

18
）
竹
内
寛
貴

20
23

高
齢
者
の
社
会
参
加
と
フ
レ
イ
ル
と
の
関
連
：

JA
G

E2
01

6-
20

16
縦
断
研
究

多
市
町
の
大
規
模
縦
断
デ
ー
タ
を
用
い
，
社

会
参
加
先
の
種
類
や
数
と
フ
レ
イ
ル
発
症
と

の
関
連
に
つ
い
て
検
証
す
る
．

量
的
研
究

（
縦
断
研
究
・

3
年
間
）

質
問
紙
調
査

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
り
，
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
時

点
の

AD
L
非
自
立
者
と
フ
レ
イ
ル
と
フ
レ
イ

ル
判
定
不
能
者
を
除
き
，
追
跡
時
の
調
査
に
も

返
答
が
あ
っ
た

28
市
町
の

59
,5

45
人

社
会
参
加
先
で
あ
る
介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
活
動
，
収
入
の
あ
る
仕
事
，

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
グ
ル
ー
プ
，
町
内
会
・
自
治
会
，
学
習
・
教
養
サ
ー
ク
ル
，
特

技
や
経
験
を
他
者
に
伝
え
る
活
動
，
趣
味
関
係
の
グ
ル
ー
プ
，
ス
ポ
ー
ツ
関
係

の
グ
ル
ー
プ
や
ク
ラ
ブ
で
フ
レ
イ
ル
発
症
リ
ス
ク
が
有
意
に
低
か
っ
た
．
さ
ら
に
，

社
会
参
加
数
が
多
い
ほ
ど
フ
レ
イ
ル
発
症
リ
ス
ク
が
有
意
に
低
か
っ
た
．

表
１

　
対

象
文

献
の

概
要
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一がないことへの戸惑い」が語られたことが報告
されている 15）．

Ⅳ．考　　察

量的研究より，高齢者の就労による特徴が明ら
かとなっている．
男女差に着目すると，女性より男性のプラス面

が報告されていた．65歳以上の年代は家庭内の家
事を女性が担っていることが多く，退職後も一定
量の活動を維持しているため女性のプラス面は男
性に比べて少ないことが推測される．日本では「収
入の伴う仕事はしていない」の割合は，男性
51.2％，女性 66.9％と男性の方が就労している割
合が高いが 2），男性の就労者がさらに増加するこ
とが望ましいのではないかと考える．
年齢差に着目すると，後期高齢者では就労して

いる人数は減る 19）ものの，「人から感謝されるこ
とがうれしい」と働き続けられることに感謝の気
持ちが強く，「好きなことを仕事としてできるのが
楽しい」と生活の活力となっていることが推測さ
れる．また，「働き続けられるように体調管理には
気を遣う」12）と，就労が健康管理への意識を高め，
健康維持につながっているのではないかと考える．
質的研究より，高齢者が就労することの意義が

明らかとなっている．野村は高齢者の生きがいを
「高齢者が生きるために見いだす意味や目的，価値
であり，生きることに対する内省的で肯定的な感
情」と定義しており 20），【自信と責任をもって活
動を行う】【主体的な試行錯誤によって得た知識や
技術を継承する】【働けたこと・職場への感謝】な
どは，就労が高齢者の生きがいにつながることを
示していると考える．
「今後も収入の伴う仕事をしたい（続けたい）」
の主な理由をみたときに，「仕事そのものが面白い
から，自分の活力になるから」が 15.8％であるこ
とが報告されている 2）．しかし，今回の文献検討
では明らかにならなかった．理由として質的研究
が 2件と少なかったことがあげられる．
人は生涯を通して発達するものであり，エリクソ

ンは老年期の発達課題を「統合性を獲得し，絶望

を克服することである」と述べている 21）．統合の
獲得とは，現在の状況とともに過去の歴史を統合
し，その結果に満足しているという感覚である 21）．
安里は，就労はWell-beingに関する効果だけでな
く，高齢者の成熟，発達的な効果が期待できると
述べており 15），就労が高齢者の統合の獲得に寄与
していると考えられる．
一方で，マイナス面も報告されている．
量的研究より，就労が金銭的理由である場合メ
リットが活かされず自己評価健康度は低く生活機
能も低下するという報告 13）や，就労により心理的
苦痛が増加している 17）という報告がある．金銭的
な理由で就労する場合は，経済的に不利な状態で
働くこととなり，健康状態が悪いにもかかわらず
就労しなければならなかった可能性があり 13），十
分な保健医療の支援が受けられなかった環境で
あったことも考えらえる．高齢者は，基礎疾患を
抱えている者の割合が多いことや，加齢による運
動機能低下により労働災害発生率が高まることが
知られていることからも，就労と治療の両立や，身
体機能を考慮した安全配慮など，健康と安全への
サポートの充実が望まれる．
質的研究より，生きがい就労体験者へのインタ
ビューにて若いスタッフの言葉遣いや指示の統一
がないことへの戸惑いが語られた 15）など高齢者が
就労する上での困難が示された．高齢者は，個人
差はあるものの一般的には身体機能や認知機能が
低下することにより，壮年期とは違った就労上の
問題が生じることが考えられる．就労環境におい
て高齢者の心身の機能を考慮した環境を整えるこ
との重要性が示唆された．今回，マイナス面の報
告が少なかった理由として，質的研究が 2件と少
なく，また対象が介護保険サービス利用者や生き
がい就労トライアル体験者であったため，就労環
境が整った状況であったことが推測される．
高齢者の就労が高齢者の健康に及ぼすプラス面
とマイナス面は，金銭目的の就労，余暇活動とし
ての就労，生きがいとしての就労など，就労の目
的によって異なることが考えられる．現役時代と
は違う仕事に対する捉え方があり，体力的な面だ
けでなく，価値観に応じた仕事内容や環境の整備
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が必要である 15）．
2013年「高年齢者の雇用の安定等に関する法

律」が改訂され，希望者全員を 65歳まで雇用す
ることが企業に義務づけられたこともあり，令和
6年度版高齢社会白書によると，労働人口総数に
占める 65歳以上の者の割合は長期的には上昇傾
向にある 22）．就労する高齢者は今後益々増加する
ことが考えられる．就労を希望する高齢者がその
目的に応じて就労できるよう，就労目的を確認し，
希望に応じた就労内容や就労日数など働き方を提
供する必要がある．同時に，就労の場において，高
齢者の心身の機能や健康状況に応じた，健康と安
全へのサポート体制の充実が望まれる．

Ⅴ．研究の限界と課題

本研究で使用した文献検索データベースは医学
中央雑誌のみであったため，レビューの網羅性と
いう点で課題が残る．
高齢者が就労する意義や価値は多様であると思

われ，質的研究にて探求することが望まれる．

Ⅵ．結　　論

10件の文献検討より，高齢者の就労が健康に与
える影響として，プラス面では主観的健康感の向
上や，生活機能の低下を予防することが示された．
また，高齢者が就労する意義も一部明らかとなっ
た．マイナス面では就労の目的によっては主観的
健康感が低下し心理的苦痛が増すことが示された．
就労を希望する高齢者がその目的に応じて就労で
きるよう，就労目的を確認し，希望に応じた就労
内容や就労日数など働き方を提供する必要がある．
同時に，就労の場において，高齢者の心身の機能
や健康状況に応じた，健康と安全へのサポート体
制の充実が望まれる．
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Ⅰ．はじめに

訪問看護は，生活の場での療養を支えるため，社
会情勢や地域性などを踏まえ，多様なニーズに対
応することを求められている．
多様なニーズを持つ在宅療養者を支える上で重

要となるのは，療養者の生活の質 （Quality of Life
以下，QOL）を維持または向上を支えることであ
る．その人の生命だけでなく，生活や人生の質を
支えるものであり，最期までその人らしく生きる
ことを支援するものであるといえる．

特に終末期の療養者は，身体症状の緩和を行い
つつ，治療や生活など様々な選択を強いられる．
このことから療養者の意向を尊重した医療・ケア
を実現するため，本人を中心に家族や医療・ケア
従事者と対話を重ね，本人の真意の把握に努める
プロセス 1）が重視されている．
松浦ら 2）は，療養者やその家族と言語的・非言

語的に対話を繰り返すことによって，療養者が持
つ周囲や関係者への遠慮が溶け，その人本来の希
望や望みが表現されると述べており，その人らしさ
を支えるために，対話の繰り返しが必要であること

〈資　料〉

終末期在宅療養者の語りからとらえた
訪問看護師の支援に関する文献検討

中村　いお美＊，春名　誠美＊

A literature review of visiting nurses’ support from the perspective of 
the narratives of end-of-life care people recuperating at home

Iomi Nakamura＊ , Shigemi Haruna＊

要　　約

目的：終末期在宅療養者の語りからとらえた訪問看護師の支援内容について明らかにすることである．
方法：医学中央雑誌Web（Ver.5）を用い，（「終末期」and「療養者」）and「語り」or「対話」，（「終末期」
and「訪問看護師」）and「語り」or「対話」をキーワードに，期間を限定せずに文献検索を行なった．1次
スクリーニング，2次スクリーニングより選定した 5文献を分析対象とした．
結果：終末期在宅療養者の語りからとらえた訪問看護師の支援内容として，【療養者の過去・現在・未来の
生き方を尊重する働きかけ】【思いを語れる関係性を築く】【看取りを行う家族に伴走する】【望む生活を送
るためのケアや生活の調整を行う】【療養者と家族が納得のいく最期の日々を過ごせるよう支援する】【チー
ムで情報を共有する】の 6つが明らかとなった．
考察・結論：訪問看護師が，終末期在宅療養者のものがたりを知りその人らしさを尊重することは，療養
者が望む最期の生活を送る支援につながると考えられた．

Key Words： 終末期（End-of-life care ），在宅療養者（People recuperating at home），語り（Narratives），
訪問看護師（visiting nurses’）

＊四日市看護医療大学　看護医療学部　看護学科
＊Yokkaichi Nursing and Medical Care University
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を明らかにしている．また，清水 3）は，その人の
人生の物語を聞くことは，療養者の根底にある価
値観や望みに触れることであり，「最期に望む生き
方」を支える判断を助けることにつながると述べて
おり，療養者が語ることと聞き手がその語りを聴き，
対話することが療養者の QOLを向上させ，その人
らしく生きることを支えることになると言える．
やまだ 4）は，人生のネガティブな部分に向き合

わざるを得ないとき，人は特に人生物語を必要と
する．さらに物語によって物の見方が転回し，物語
によってケアされ，物語によって救われる場合があ
り，療養者自身も自らの人生の物語を語ることでケ
アされていると述べている．語り手の物語は，語る
相手によっても，場の雰囲気や状況によっても影響
される．語り手と聞き手は，一方的な関係でなく，
対話的関係として，共に物語生成にかかわる 5）．
在宅という場は，療養者がもつ個々の人生経験

や価値観を形作ってきた物語に一番近いところ 6）

であり，人生の物語を語りやすい場所である．訪
問看護師は，安心して落ち着く場と日常を保障す
ることで，療養者に寄り添い 7），療養者の言葉で
気持ちを表現できるように問いかけて，気持ちを
くみ取っている 8）．これらの関わりの中で訪問看
護師は，療養者が人生を語ることを大切にしてい
ることがうかがえる．訪問看護師は，療養者の語
りの意味をとらえ，その後の支援につなげている．
終末期の療養者に関わる訪問看護師が，その語

りをどのようにとらえて支援に繋げているのか文
献検討を行い，支援内容を明らかにすることは，在
宅看護において，最期までその人らしく生きるた
めの支援方法を概観することであると考える．
わが国の在宅医療における QOLの概念は，生

活・人生の質のほか日本人独特の「生きがい」を
加味しており 9），日本は家族中心の文化，「察す
る」「慮る」といった非言語的コミュニケーション
が好まれてきた国である 10）．特に終末においては，
「日本人にとっての望ましい死（good death）」な
ど，日本人が共通して大切だとする望ましい死の
あり方について概念化されており 11），療養者が望
む終末期の過ごし方について，日本独特の文化が
影響していることが想像される．

そこで，本研究では日本において発表された文
献より，終末期在宅療養者の語りからとらえた訪
問看護師の支援内容について明らかにすることを
目的とした．

Ⅱ．用語の定義

終末期在宅療養者の語り
会田は 1），家族は本人ともっとも人生の重なり

あう部分が大きい存在であり，療養者本人の人生
の物語は，家族からの語りと重なりあっていると
考えられると述べている．本研究において，終末
期在宅療養者の語りの中には家族の語りも含まれ
るとして分析を行う．

Ⅲ．研究方法

1.　文献検索方法

対象文献は，医学中央雑誌Web（Ver.5）を用
い，2024年 9月 1日の時点で，（「終末期」and
「療養者」）and「語り」or「対話」，（「終末期」and
「訪問看護師」）and「語り」or「対話」をキーワー
ドに，期間を限定せずに文献検索を行った．

2.　文献の選定プロセス

文献の選定条件は，終末期在宅療養者の語りか
らとらえた訪問看護師の支援内容が記載されてい
るものとした．
検索により抽出された 132件の文献のうち，重

複文献 13件，会議録・解説 82件，撤回論文 1件
を除外した．残る 36件を 1次スクリーニングと
して，タイトル及び抄録より，研究目的と異なる
もの 14件，文献レビュー2件，所蔵館なし 1件，
合計 17件を除外した．残った 19件のフルテキス
トを精読し，2次スクリーニングを行った．療養
者の家族の語りのみを分析し訪問看護師の支援内
容を明らかにしていないもの 11件，訪問看護師
自身の心理状態やジレンマ 2件，訪問看護師以外
の看護師が対象となっているもの 1件の目的と異
なる文献を除外した．残りの 5件を採択文献とし
た．対象文献の選定手順を図 1に示す．



41四日市看護医療大学紀要，vol. 18,   No. 1,   2025

3.　分析方法

対象とした文献を精読し，結果より「終末期在
宅療養者の語りからとらえた訪問看護師の支援内
容」について記載されている箇所を抜き出した．抽
出したデータを記述内容の意味を損なわないよう
にコード化した．コードの類似性に基づいて分類
し，共通した意味内容を抽象化し，カテゴリー化
した．分析の過程において，在宅看護の研究者と
終末期療養者の在宅看護を実践している 2名の訪
問看護認定看護師からスーパーバイズを受け，客
観性や妥当性の担保を行った．

Ⅳ．結　　果

1.　対象文献の概要

対象文献を整理するために，著者名，発行年，研
究デザイン，書誌情報，タイトル，研究目的，調
査対象者，対象となった療養者の状態について整
理した（表 1）．また，文献ごとに療養者の属性を
整理した（表 2）．

選出した 5文献は，1文献が事例研究であり，4
文献が質的研究であった．質的研究の内 3件は，
半構造化面接を行ない，1件は，グループインタ
ビューを用いていた．
療養者への支援に対する文献が 3件，家族への
支援に対する文献が 2件であった．

2.　療養者の語りからとらえた訪問看護師の支援

の内容

分析の結果，療養者の語りからとらえた訪問看
護師の支援の内容は，46コードから 13サブカテ
ゴリーに分類され，6つのカテゴリーが抽出され
た（表 3）．
以下にカテゴリー【　】，サブカテゴリー〈　〉，
コード「　」として示す．

1）【療養者の過去・現在・未来の生き方を尊重

する働きかけ】

このカテゴリーは，〈会話の中から，本音を語れ
る瞬間をキャッチする〉〈大切にしてきたものや価

図 1　対象文献の選定手順

研究の目的と異なる文献の内訳
・多職種連携 7件
・地域包括ケアシステム 1件
・援助の方法論 2件
・基礎看護教育 1件
・特定医療 1件
・教育プログラムの開発 2件二次スクリーニング

（フルテキスト精読）
19件

採択文献
5件

「終末期」and「療養者」and
「語り」or[対話」

20件

「終末期」and「訪問看護」and
「語り」or「対話」

112件
132件

除外文献
重複文献   13件
会議録・解説 82 件

撤回論文  1件一次スクリーニング
（タイトル・抄録の精査）

36件
除外論文

 研究目的と異なる    14件
文献レビュー      2件
所蔵館なし       1件

除外論文
 研究目的と異なる内訳
療養者や家族の語りの分析のみで支援内容が含まれていない  11件
訪問看護師自身の心理状態やジレンマ                  2件
訪問看護師以外の看護師が対象に含まれている        1件
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表
1　

対
象

文
献

の
概

要

文
献
番
号

著
者

（
発
行
年
）

タ
イ
ト
ル

書
誌
情
報

研
究

デ
ザ
イ
ン

研
究
目
的

調
査
対
象
者

療
養
者
の

疾
患
等

1
北
浦
ら

（
20

23
）

非
が
ん
疾
患
高
齢
者
の
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・

ラ
イ
フ
期
の
療
養
に
お
け
る
意
思
表
明
支

援
に
関
わ
る
訪
問
看
護
師
の
看
護
実
践

日
本
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ

フ
ケ
ア
学
会
誌

7
巻

1
号

P4
7–

58

質
的
記
述

的
研
究

エ
ン
ド
・
オ
フ
・
ラ
イ
フ
期
の
非
が
ん
疾
患

高
齢
者
の
療
養
に
お
け
る
意
思
表
明
支
援
に

関
わ
る
訪
問
看
護
師
の
看
護
実
践
の
実
際
を

明
ら
か
に
す
る

3
年
以
上
の
訪
問
看
護
経
験
の

あ
る
訪
問
看
護
師

10
名

非
が
ん
疾
患

高
齢
療
養
者

2
飛
田
ら

（
20

19
）

在
宅
終
末
期
が
ん
療
養
者
が
他
者
と
の
関

係
性
の
中
で
主
体
性
を
発
揮
し
て
納
得
で

き
る
療
養
生
活
を
見
出
し
て
い
く
過
程
　

訪
問
看
護
師
の
語
り
か
ら

千
葉
看
護
学
会
会
誌

25
巻

1
号

P1
9–

27
質
的
研
究

訪
問
看
護
師
の
視
点
か
ら
、
在
宅
終
末
期
が

ん
療
養
者
が
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
主
体

性
を
発
揮
し
て
納
得
で
き
る
療
養
生
活
を
見

出
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る

看
護
師
臨
床
経
験

5
年
以
上
，

か
つ
訪
問
看
護
師
経
験

3
年
以

上
を
有
し
、
が
ん
看
護
に
関
連

す
る
認
定
看
護
師
資
格
を
有
す

る
訪
問
看
護
師

10
名

在
宅
終
末
期

が
ん
療
養
者

3
山
村
ら

（
20

13
）

終
末
期
在
宅
が
ん
療
養
者
を
看
取
る
決
心

を
し
た
家
族
へ
の
訪
問
看
護
師
に
よ
る
家

族
看
護
実
践

せ
い
れ
い
看
護
学
会
誌

4
巻

1
号

P1
–5

質
的
研
究

訪
問
看
護
師
が
実
践
し
て
い
る
終
末
期
在
宅

が
ん
療
養
者
の
家
族
支
援
に
つ
い
て
記
述
す

る
こ
と

在
宅
が
ん
療
養
者
を
自
宅
で
看

取
る
家
族
支
援
を
し
て
い
る
件

数
の
多
い

A
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
勤
務
す
る
訪
問
看
護

師
8
名

終
末
期
在
宅

が
ん
療
養
者

4
古
瀬
ら

（
20

14
）

遺
族
の
語
り
に
み
る
訪
問
看
護
師
の
意
思

決
定
支
援

終
末
期
が
ん
療
養
者
の
介
護
プ
ロ
セ
ス
に

お
け
る
ケ
ア
内
容
と
の
相
互
分
析
か
ら

ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
と
在
宅

ケ
ア

22
巻

3
号

 
P3

12
–3

17

事
例
検
討

訪
問
看
護
師
の
支
援
が
ど
の
よ
う
に
終
末
期

が
ん
療
養
者
や
家
族
に
受
け
止
め
ら
れ
、
終

末
期
の
意
思
決
定
支
援
に
結
び
つ
い
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る

訪
問
看
護
師
と
そ
の
訪
問
看
護

師
に
支
援
を
受
け
た
が
ん
療
養

者
の
遺
族

3
組

終
末
期

が
ん
患
者

5
齋
木
ら

（
20

15
）

訪
問
看
護
師
が
と
ら
え
る
臨
死
期
に
お
け

る
在
宅
終
末
期
が
ん
療
養
者
の
家
族
介
護

者
の
体
験
と
支
援
に
関
す
る
質
的
研
究

日
本
地
域
看
護
学
会
誌

18
巻

1
号

p5
7–

64
質
的
研
究

訪
問
看
護
師
が
と
ら
え
る
臨
死
期
に
お
け
る

在
宅
終
末
期
が
ん
療
養
者
の
家
族
介
護
者
の

体
験
と
支
援
を
明
ら
か
に
す
る

在
宅
終
末
期
が
ん
療
養
者
と
家

族
介
護
者
に
対
す
る
支
援
の
実

務
経
験
が

3
年
以
上
、
概
ね

10
事
例
を
有
す
る
訪
問
看
護
師

5
名

在
宅
終
末
期

が
ん
療
養
者
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値観を理解する〉の 2つのサブカテゴリーから構
成された．
訪問看護師は療養者と会話することで，〈会話の

中から，本音を語る瞬間をキャッチする〉ために
「療養者の本音を聞き逃さないように対話する」な
どや，〈大切にしてきたものや価値観を理解する〉
ために「療養者の心の奥の価値観を理解する」な
どの支援が行われていた．

2）【思いを語れる関係性を築く】

このカテゴリーは，〈思いを表出できる関係性を
作り出す〉〈表現した心の葛藤に共感する〉〈家族
が思いを表出できる関係づくりを行う〉の 3つの

サブカテゴリーから構成された．
〈思いを表出できる関係性を作り出す〉では，「療
養者の思いを引き出すために療養者が安心して思い
を発言できるための理解者になる」などや，〈表現
した心の葛藤に共感する〉ために「療養者が行先
の見通せない気がかりを表現することを助け，共感
を示す」などの支援を行っていた．また，家族に対
しても同様に，〈家族が思いを表出できる関係作り
を行う〉ために「看取りをともに体験し支えること
ができる関係性を築く」などの支援が行われていた．

3）【看取りを行う家族に伴走する】

このカテゴリーは，〈家族の変化を見逃さないよ

表 2　対象となった事例の属性

文献番号 年齢 疾患 性別 同居家族の有無または介護者

文献 1 80～90歳代 心不全 4例 不明 主介護者：

脳血管疾患 2例 配偶者　　　4名

認知症 2例 子　　　　　3名

肺疾患 2例 子の配偶者　1名

神経難病 1例

文献 2 80歳代　　 すい臓がん 女性 独居

70歳代　 胃がん 男性　 配偶者

80歳代　 胃がん 男性　 配偶者

40歳代　 卵巣がん 女性 両親・兄弟

80歳代 肺がん 男性　 配偶者

70歳代　 原発不明がん 男性　 配偶者

70歳代　 胃がん 男性　 配偶者

70歳代　 肺がん 男性　 配偶者

60歳代 食道がん 女性 配偶者

70歳代　 乳がん 女性 配偶者・子

文献 3 属性の記載なし

文献 4 80歳代 終末期がん 女性 独居、長女が主介護者

50歳代 食道がん 男性 配偶者

50歳代 末期がん 女性 配偶者・長女

文献 5 60歳代 肺がん 男性 配偶者

60歳代 肝臓がん 女性 息子

90歳代 胆管がん 女性 娘

80歳代 肝臓がん 女性 娘

90歳代 前立腺がん 男性 娘
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表 3　療養者の語りからとらえた訪問看護師の支援内容

カテゴリー サブカテゴリー コード 文献
番号

療養者の過去・現
在・未来の生き方
を尊重する働きか
け

会話の中から、本音を語
る瞬間をキャッチする

療養者の本音を聞き逃さないように対話する 1
療養者の状態に即して人生の価値観を引き出すタイミングを考える 1
療養者の気がかりや願望を共有し、自発的な支援の求めに対して、看護
師は応答性を高めて、的確な対応をする 2

大切にしてきたものや
価値観を理解する

療養者のものがたりを知る 1
最期まで食べることやトイレで排泄することの療養者のこだわりを尊重する 1
療養者の心の奥の価値感を理解する 1

思いを語れる関係
性を築く

思いを表出できる関係
性を作り出す

療養者の思いを引き出すために療養者が安心して思いを発言できるため
の理解者になる 1

療養者の思いを引き出すために関係を紡ぐ 1
療養者の人生の終焉に向けた思いに関わる 1

表現した心の葛藤に共
感する

療養者の思いを引き出すために当事者にしか分からない苦しさや気がか
りを言葉にするのを支援する 1

療養者が行先の見通せない気がかりを表現することを助け、共感を示す 2
療養者が怒りや不満などの感情を表現することを助け、共感を示す 2

家族が思いを表出でき
る関係づくりを行う

看取りをともに体験し支えることができる関係性を築く 3
看取りに至る家族の気持ちを共有しねぎらう 3
看取ることについて家族と話し合える関係性を築く 3
介護者が自分自身の言葉で自分の気持ちを語れるように導く 4
家族の良き聴き手となり思いを引き出し受容する 5

看取りを行う家族
に伴走する

家族の変化を見逃さな
いように察知する

いつもと違う家族の雰囲気を見逃さない 3
言葉で表出されない家族の思いを察知し探索する 3

家族の揺れる気持ちに
寄り添う

療養者に対する家族の複雑な思いを支援する 1
在宅での看取り選択に揺れる家族の気持ちを支える 3
介護者の揺れる思いを常に肯定し、不安に軽減を図る 4

看取りの過程を家族と
ともに作り出す

看取りの過程を家族とともに振り返る 3
専門職種との協働により臨死（看取り）の体制を整える 5
療養の過程を振り返り看取りの実現につなげる 5
臨死期における療養者の変化の過程や対処を伝える 5

望む生活を送るた
めのケアや生活の
調整を行う

希望する生活を送るた
めにニーズに沿った生
活の調整を行う

療養者が望むその人らしい日常を送ることができるよう支援する 1
療養者が他者との対話を通して、「これからどのように過ごすか」につ
いてその時々の状況に合わせて目標を吟味することを支援する 2

周囲の他者が療養者の試行錯誤を支援する 2
療養者の最大のニーズを察し、希望する支援を行なう 4

最期の時を穏やかに過
ごせるようなケアを提
供する

療養者が穏やかに過ごすことができるための支援をする 1
看護師ならではの手際の良さと痛みのないケアを提供する 3
訪問前より心地良いと感じるケアを提供する 3
療養者本人の望むケアを毎日行い、QOL維持・向上を図る 4
療養者の苦痛を取り除き家族に安楽をもたらす 5

療養者と家族が、
納得のいく最期の
日々を過ごせるよ
う支援する

療養者と家族が話し合
えるきっかけを提供す
る

家族としての会話のきっかけづくりを心がける 3
家族が歴史を回想し語り合えるきっかけづくり 3
介護者夫婦を肯定し、家族を結び付けようと支援する 4
療養者本人と家族が同じ目標に向かえるような療養生活を支援する 4

療養者と家族がこれでよ
かったと思える最期を迎
えられるように支援する

療養者と家族が良いと思える最期を迎えるための支援をする 1

家族が最期の時をこれでよかったと思えるように関わる 3

チームで情報を共
有する

療養者の目標を実現す
るため、関係職種が情
報共有を行う

療養者が療養方針を決めることができるための情報提供を行う 1
療養者の思い・目標・方向性を多職種のチームで共有して関わる 1
療養者の目標に向かってその思いを守り抜く固い覚悟をチームが持って
取り組めるように働きかける 1

生活の支援をしている他職種から療養者の情報を引き出す 1
療養者が目標の実現に向けて、周囲の他者と共に活動することで、療養
者を中心とした協働が行なわれる 2
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うに察知する〉〈家族の揺れる気持ちに寄り添う〉
〈看取りの過程を家族とともに作り出す〉の 3つ
のサブカテゴリーから構成された．
〈家族の変化を見逃さないように察知する〉ため
に「いつもと違う家族の雰囲気を見逃さない」や，
〈家族の揺れる気持ちに寄り添う〉ために「療養者
に対する家族の複雑な思いを支援する」や，〈看取
りの過程を家族とともに作り出す〉ために「療養
の過程を振り返り看取りの実現につなげる」など
の支援が行われていた．

4） 【望む生活を送るためのケアや生活の調整を

行う】

このカテゴリーは，〈希望する生活を送るために
ニーズに沿った生活の調整を行う〉〈最期の時を穏
やかに過ごせるようなケアを提供する〉の 2つの
サブカテゴリーから構成された．
〈希望する生活を送るためにニーズに沿った生活
の調整を行う〉ために「療養者が他者との対話を
通して，これからどのように過ごすかについてそ
の時々の状況に合わせて目標を吟味することを支
援する」などや，〈最期の時を穏やかに過ごせるよ
うなケアを提供する〉ために「看護師ならではの
手際の良さと痛みのないケアを提供する」などの
支援が行われていた．

5） 【療養者と家族が納得のいく最期の日々を過

ごせるよう支援する】

このカテゴリーは，〈療養者と家族が話し合える
きっかけを提供する〉〈療養者と家族がこれでよ
かったと思える最期を迎えられるように支援する〉
の 2つのサブカテゴリーから構成された．
〈療養者と家族が話し合えるきっかけを提供す
る〉ために「家族が歴史を回想し語り合えるきっ
かけづくり」などや，〈療養者と家族がこれでよ
かったと思える最期を迎えられるように支援する〉
ために「療養者と家族が良いと思える最期を迎え
るための支援をする」などの支援が行われていた．

6）【チームで情報を共有する】

このカテゴリーは，〈療養者の目標を実現するた

め，大切な人や関係職種が情報共有を行う〉から
構成された．
〈療養者の目標を実現するため，関係職種が情報
共有を行う〉ために「療養者の思い・目標・方向
性を多職種のチームで共有して関わる」などの支
援が行われていた．

Ⅴ．考　　察

療養者の語りから訪問看護師は，【療養者の過
去・現在・未来の生き方を尊重する働きかけ】を
行っていた．その内容は，療養者の本音を聴くこ
とや，心の奥の価値観を理解することであった．こ
れらの内容は，療養者が生きてきた過程における
体験の蓄積によって得られたものであり，その人
らしさの先行要件 12）となっている．医療者は，そ
の人らしさをいままでの生活習慣や生活スタイル，
その時の意思や自己決定，希望・嗜好やニーズ，行
動パターン，価値観や死生観からくみとろうとし
ている 13）．このことから，訪問看護師は，その人
らしさを療養者の語りからくみとり，支援に活か
していたと考える．さらに，最期まで生きる療養
者に対して，「療養者のものがたりを知る」や「療
養者の心の奥の価値観を理解する」ことで，過去
の出来事を現在やこれからの支援に結びつけてい
た．療養者のものがたりは，聴き手である訪問看
護師との相互作用によって生成され，療養者の思
いや考えを再構成する 5）．療養者は，語ることに
よって自分の思いをまとめ上げていく 14）．また，
起こってしまった過去の出来事は変えられないが，
それにどのような意味づけをするかによって人生
や病の物語を変えることができる 15）．このように
療養者は，過去の出来事をどのように意味づける
かによって，現在からこれからの過ごし方を変化
させることができる．訪問看護師は，療養者のも
のがたりを知り，これからの生活の支援に活かし
ていると考える．
【思いを語れる関係性を築く】で訪問看護師は，
「療養者の思いを引き出すために療養者が安心して
思いを発言できるための理解者になる」や「家族
の良き聴き手となり思いを引き出し受容する」こ
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とを行なっていた．本田ら 16）は，療養者および家
族に快の感覚や安心・安全な体験をしてもらい，介
護においても不安なく家族が療養生活を維持でき
ると確信が持てるようにする直接的ケアが，関係
構築の土台となっていると述べている．
さらにこの関係構築は，【療養者と家族が納得の

いく最期の日々を過ごせるよう支援する】につな
がっている．納得のいく最後の日々を過ごす支援
では，〈終末期の過ごし方について患者と家族が話
し合えるように支援する〉や，〈療養者と家族がこ
れでよかったと思える最期を迎えられるように支
援する〉ことが行われていた．相澤ら 17）は在宅療
養中断理由の調査で，「患者本人が家族に迷惑がか
かると遠慮して中断を切り出した」ケースや，反
対に家族は，「患者の様態をみていて不安が大きく
なった」「本人が病院の方が安心であると考えたた
め」などの結果を報告している．このような場合，
本人が本音を言うことができない状態や，家族に
十分な説明をするなどの支援が行われていないこ
とが推測される．このような状況を避け，納得の
いく最期の日々を過ごすために，訪問看護師は，療
養者と家族の意向の変化をとらえた話し合いの必
要性を見極める 18）支援が行われていたと考える．
【看取りを行う家族に伴走する】では，「療養の
過程を振り返り看取りの実現につなげる」などの
看取りの過程を家族と作り出すこと，その時の家
族の変化を見逃さず，揺れる気持ちを支える支援
が行われていた．看取りを行なう家族の心理は，
療養の時期により変化し，常に在宅療養の選択・
継続と差し迫る死に対して相反する感情で揺れて
おり，療養者の残り時間が少ないという家族の認
識が家族の心理や死の準備性，さらには在宅療養
の選択や継続に影響を与えている 19）．療養場所や
看取りについて十分に納得のいく主体的な選択が
でき，患者との絆の深まりに配慮し，最期まで安
らかでいられるような支援が，死別後の生活の支
え 20）になると考える．
療養者の語りを聴くことは，【望む生活を送るた

めのケアや生活の調整を行う】上でも重要となる．
2021年に日本財団で行われた「人生の最期の迎え
方に関する全国調査」21）では，生活に対する意識

について「自分らしく生きていきたい」と答えた
人が 7割を超えており，その人らしさを尊重する
ことが望む生活と結びついている．また，望む場
所で自分らしく生活するためには，身体的・精神
的両面において，苦痛なく過ごすことが求められ
る．終末期がん患者の穏やかさを揺さぶる状況に，
身体的苦痛に襲われる 22）ことがあげられ，「看護
師ならではの手際の良さと痛みのないケアを提供
する」などの穏やかさの基盤となる環境が保障さ
れる看護師の支援が必要となると考える．
【チームで情報を共有する】では，療養者や家族
を含めた関係職種で目標を実現するために情報共
有を行っていた．在宅で終末期の療養を実現する
ためには，社会資源の活用を調整して，多職種協
働によって医療面と介護面の一体的な支援を行い
患者と家族の安心した日常生活を支援すること 23）

が求められる．保健医療福祉の多職種間において
療養者と家族の状態について共通認識を持つこと
が重要 24）であり，そのために情報共有は必須とな
る．【チームで情報を共有する】支援は，療養者と
家族が望む生活を支えるため〈療養者の思い・目
標・方向性を多職種のチームで関わる〉などチー
ム間でその人らしい生活を実現する支援を行って
いたと考える．

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

今回の文献検討で対象とした文献では，5編中
4編の文献が，終末期がん患者を対象としていた．
実際に終末期を在宅で過ごす療養者は，がんに限
らず慢性疾患・難病・障害を持っている．疾患な
どの状態によっての違いがあるのかという点は明
らかにできていない．
在宅で終末期を迎える療養者が増える中で，そ
の語りがどのように看護支援に結びつけられてい
るのか介入研究が必要であると考える．

Ⅶ．結　　論

日本において発表された文献より，訪問看護師
が終末期在宅療養者の語りからとらえた訪問看護
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師の支援内容を明らかにすることを目的に文献検
討を行った．
その結果，終末期在宅療養者の語りからとらえ

た訪問看護師の支援の内容として，【療養者の過
去・現在・未来の生き方を尊重する働きかけ】【思
いを語れる関係性を築く】【看取りを行う家族に伴
走する】【望む生活を送るためのケアや生活の調整
を行う】【療養者と家族が納得のいく最期の日々を
過ごせるよう支援する】【チームで情報を共有す
る】の 6つが明らかとなった．
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Ⅰ．はじめに

看護基礎教育における臨地実習は，看護学生
（以下，学生とする）が講義や学内演習で学んだ理
論や知識，技術を実際の看護現場で応用し，実践
力を養うために重要な科目である．しかし，「学内
授業で教えられ学んできたはずであるにもかかわ
らず，学生は学んできたことを臨地実習でうまく
活用できない」という現象 1）に教員が直面するこ
とは少なくない．
一方，臨地実習で既習の知識を活用できない経
験をした学生は，自尊感情や自己効力感が低下し，
学習に対する苦手意識を感じ，それらが学習行動に
悪影響を及ぼす恐れがあることが指摘されている 2）．

加えて，学内で行う学内演習は同じグループの
学生が患者役であり，いつもの慣れ親しんだ環境
で行うため，学生の心理的安全性は確保されてい
る 2）といえる．しかし臨地実習は，実際の変化す
る患者，慣れない施設の環境であり，学生はスト
レスを感じ緊張状態にある 3）．このような環境の
違いから来る心理状態も，既習の知識を発揮でき
ない要因の一つと考えられる．
このようなことから，看護基礎教育には臨床実
践に近い状況，すなわち看護学実習での実践に近
い状況での学内演習 4）が求められている．近年
COVID-19のパンデミックを経験し，従来の技術
トレーニング，模擬患者の活用などに加えて，高
機能シミュレーター，AR（拡張現実），VR（仮想

＊四日市看護医療大学
＊Yokkaichi Nursing and Medical Care University
＊＊パーソナルテンプスタッフ株式会社
＊＊©PERSONAL TEMPSTAFF CO., LTD
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現実），LMS（学習管理システム）が急速に普及
した．しかし，これらは高額な機器やシステムが
必要であるため，導入が難しいのが現状である．
そこで，1年次後期科目の「ヘルスアセスメン
ト」の一部に，医療者向けの ID（インストラク
ショナルデザイン）モデルである 5）ゴール達成型
学習デザイン（Goal Oriented Learning Design 
Method　以下，GOLDメソッド 6）とする）を取
り入れ講義・学内演習を展開した．GOLDメソッ
ドは，学習者の医療職としての発達を支援するこ
とを目的として開発された．医療・看護実践場面
を 6つのシーンに分け（図 1），シーンごとにカー
ド（知識カード）を用いるシナリオベースのシミュ
レーション学習である．授業に用いる教材は，シ
ナリオ（事例）と，カードのみである．
バイタルサイン測定の単元では，GOLDメソッ

ドの 6つのシーンのうち，シーン 1を講義で，シー
ン 2～5を血圧測定技術の到達度の確認（以下，技
術チェックとする）で実施し，シーン 6は学内演

習後の振り返りで行った．
このように，今回 GOLDメソッドを用いて，学
生が看護師になりきって，患者の血圧測定を行う，
シナリオベースの技術チェックを試みた．さらに，
臨地実習の状況に近づけるために，患者と指導者
役に看護学科の教員の参加を得て実施した．本稿
はこの教育実践について報告する．

Ⅱ．方　　法

1.　実施日

2023年 11月 6日（月）3・4限

2.　科目と単元

科目：ヘルスアセスメント（1年次後期・必修）
単元：バイタルサインの測定
本時： 聴診法による血圧測定技術到達度の確認

（技術チェック）

図 1　GOLD メソッドの 6 つのシーン（出典：医療教授システム学会）

看護実践スクリプトカード

看護実践の全体像とシーンごとのゴールを達成する手続き（知識カードの系列）を腑に落とす

使用する知識カードシーン毎の看護実践シーンのゴール
看護実践の６つのシーン

（心のモード）

⑳成長カード
⑲振り返りカード

今日経験した看護実践を振り返り、できたことを
味わい、できるようになった自分を自分で褒める。

今日できたこと、今日の成長を確認
し味わう。

シーン６（リラックスモード）
落ち着いた場所で

⑱看護実践検証カード
⑰フィードバックカード

シーン４で行った看護実践の結果を患者の視点
で評価し、知識カード①から⑯の手続きができた
かどうかを検証する。検証した結果をまとめ記述
する。

看護実践を患者の視点で評価し結
果にフィード・バックをかける。

シーン５（リラックスモード）
ナースステーションに戻り看護実
践を検証し記録する

⑯プラン赤カード
⑮プラン黄色カード
⑭プラン緑カード

患者安全信号機の信号の色に応じて選択したプ
ラン実行する。実行しながら「今、ここ」モードで患
者観察サイクルを回し続ける。

シーン３で選択したプランを実行す
る。患者安全（小さな変化を即座に
キャッチし解決する）を担保する。

シーン４（リラックスモード）
患者のベッドサイドで

⑬患者安全信号機カード
⑫初期評価カード
⑪全体観察カード

患者に接したら最終的な全体観察を行い、患者
安全信号機で信号の色を決定する。赤信号なら
初期評価を行い、異常があれば心停止を回避す
る対応を即座に開始する。

患者安全信号機の色に応じたプラ
ンを選択する。赤信号かつ初期評
価で異常があれば心停止を回避す
る迅速対応を開始する。

シーン３（今、ここモード）
患者に接したら

⑪全体観察カード
⑩BLS評価カード
⑨パッと見判断カード

患者のところに行って患者が見えたらパッと見判
断を行い、意識がある・意識がないを区別する。

意識がある、寝ている、心停止を区
別する。

シーン２（今、ここモード）
患者のところに行って患者に近
づきながら

⑧リハーサルカード
⑦病態・疾患カード
⑥プランBカード
⑤変化予測カード
④患者安全カード
③トレンド判断カード
②患者物語カード
①段取りカード

患者の情報（電子カルテまたは患者物語カード）
から患者のトレンドを把握する。シフト前の患者の
様子を頭に入れる。病状を正確に認識し変化を
予測する。変化が予測される場合はプランBを準
備する。看護実践全体をリハーサルする。

これから行う看護実践をリハーサル
する（シーン２、３を場合に分けそれ
ぞれの場合についてシーン４をリハ
ーサルする）。

シーン１（リラックスモード）
ナースステーションで頭を整える
・これから行なう看護をリハーサ
ルする
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3.　基礎看護学実習室の環境

パーテーションなどで，個室に似せた空間を 9
つ作成した．
4.　タイムテーブル

学生 1人あたり血圧測定 6分，報告 3分の合計
9分とし，インターバルを 1分設け，12クール編
成した．

5.　場面設定

1）学生の設定

〇〇市立病院の呼吸器科の看護師

2）シナリオ患者の設定

54歳の女性．マイコプラズマ肺炎で入院 6日目
である．咳は時々あるものの，発熱はなく，
SpO298％，血圧，脈拍，呼吸数は基準値内，倦怠
感はほとんどない．

6.　技術チェックの到達目標

9分間に以下の 1）～3）ができる．
 1） 患者を観察し，予定された援助（血圧測定）

が可能かどうかを判断できる．
 2） 血圧測定（聴診法）を正確な手技で実施できる．
 3）測定した結果を I-SBAR-Cで報告できる．
なお，この技術チェックは室温が設定温度を上

まわった時だけ稼働するエアコンの動きをモデル
化した TOTEモデル 7）を用いた．

TOTEモデルは，テスト（Test）－操作（Operate）  
－テスト （Test） －出口 （Exit） から構成されている．
技術チェックの学習活動を当てはめると，技術
チェックに向けた練習が「操作」であり，技術
チェックは「テスト」となる．テストの結果，到
達目標に達した場合は「出口」となり，再学習の
場合は次のテストに向けて「操作」を行う．この
ように，「出口」になるまで「操作」と「テスト」
を繰り返す．このモデルに従い，目標に到達でき
るまでチェックを行うことにした．
また，血圧測定のポイントの理解を促すために，

チェック項目とチェックの視点はすべて事前に学
生に開示し，学内演習や自己練習で使用できるよ
うにした．

7.　教員の動きと役割（表 1）

教員は患者役と指導者役の役割を分担して担当
した．各役割の教員への依頼事項は以下の通りで
ある（表 1）．

1）患者役

（1） シーン 2は，病室で患者をパッと見て，患
者の開眼・表情・体動の有無から意識の有
無を判断するため，患者役はベッドで，眼
を閉じて臥床し，①，②のいずれかの方法
で開眼する．

（2） シーン 3は，パッと見判断に続いて行う 6
項目の観察である．シナリオの患者は，肺
炎からの回復がみられ，前日のバイタルサ
イン等を基準値内に設定し，リラックスし
た，普段通りの状態で臥床する．

（3） 血圧測定の終了後にコミュニケーションに
関するチェック項目のチェックを行う．

2）指導者役

（1） チェック役の学生の見落としを防ぐために，
チェック表を用いてチェックを行う．

（2） 指導者として学生の報告を受け，チェック
項目にチェックを行う．

8.　学生の動きと役割（図 2）

1）看護師役（測定者）

合図とともに，実習室の自分の番号のベッドに

写真 1
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行く．病室を訪問するところからロールプレイを
始め，聴診法で血圧を測定する．測定が終了した
ら，患者にインタビューを行なう．終了後，指導
者役の教員に I-SBAR-Cで報告を行う．講義室に
移動後，振り返り用の Formsに入力し，送信する．

2）チェック役

血圧測定のチェック表に基づいて，看護師役の
血圧測定の他者評価を行う．血圧測定時には，
2WAYのイヤーピースの片方を受け取り，一緒に
聴診する．
なお，看護師役，技術チェック役以外の学生は

講義室で待機とした．

Ⅲ．結　　果

授業開始時の出席確認以外，教室での待機や実
習室への移動には教員は関わらず，主体的な行動
を促したが，混乱なく予定通り進行できた．実習
室内での学生は，緊張した面持ちであったが，多
くの学生が 9分の時間内に終了できた．
また，多くの学生は，ベッドサイドに行き，患

者役の教員が目を閉じていた場合，名前を呼んで

意識の有無を観察するパッと見判断を行っていた．
さらに，血圧測定中は患者と目を合わせて，わか
りやすい言葉での説明や，マイコプラズマ肺炎の
症状についてインタビューを行っていた．
I-SBAR-Cの報告は，事前学習で準備した内容で
あったが，血圧の測定結果とマイコプラズマ肺炎
の症状についての判断を述べることが出来ていた．
そのため，再学習となったのは，指導者役の血
圧測定のチェック（不十分）が 3項目以上に該当
した学生が大多数を占めた．他者の血圧測定の
チェックは，自身の血圧測定技術の客観視に繋が
り，技術の向上に有効であると考えて学生チェッ
ク役を設けたが，学生チェック役のチェックが不
十分な様子が見受けられたため課題が残った．
当日欠席した 3名を含む数名の学生が再学習，
再々学習までかかったが，最終的に全員が目標を
到達できた．

Ⅳ．おわりに

今回，臨地実習の状況に近づけるために，
GOLDメソッドを用いて，教員が患者と臨地実習
指導者となり，病室に入る場面から，測定値の報

表 1　教員の動きと役割

模擬患者役 指導者役

開始前 ・病衣に着替え，ベッドに臥床

開始時

・目を閉じて臥床
・いずれかで目を開ける
　① 学生が名前を呼んだり，挨拶をしたらすぐに開

眼する
　② 名前を呼んだり，挨拶でも開眼せず，肩や腕に

触れたら開眼する

・ 看護師役の学生が学籍番号と氏名を伝えるの
で確認をする
・ 患者役が①②どちらで開眼したかをチェック
する（チェック表内）

・目を開けたら引き続き
　①目を開けて
　②視線を看護師役の学生に向け，目線を合わせ
　③苦痛のない表情で（普段通りで結構です）
　④リラックスした姿勢（臥床のままで結構です）
　⑤いつもの呼吸をしながらベッドに臥床している

血圧測定中 ・ 学生が聴診法で血圧を測定しますので，患者設定
を参考に，学生の言葉かけに対応をする

・ チェック役の学生の見落としを防ぐために，
チェック表の赤文字部分について測定技術の
チェックをする

測定後 ・患者役の視点に基づいた評価表にチェックをする ・学生の報告を受ける
・評価表にチェックをする
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図 2　学生の役割と動きに関するガイダンス内容

写真 2 写真 3
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告までをシナリオベースのシミュレーションによ
る技術チェックを行った．
このような環境下での技術チェックは，学内で

あるという心理的安全性を保ちつつ，学生同士で
の技術チェックと比較して，緊張感の中で看護実
践（血圧測定）を経験できる機会になったと考え
る．
学生にとってのシミュレーション教育の利点と

して，達成感や満足感，実際の看護場面のイメー
ジ化に繋がること，看護師としての責任感を実感
することによって学習意欲や主体的学習行動の育
成に繋がることが報告されている 8）．しかし，シ
ミュレーション教育で，このような効果を得るた
めには，経験後のデブリーフィングが最も重要 9）

であり，阿部は「デブリーフィングで留意する点
は，指導者のレクチャーやフィードバックのみで
終わらないようにすることです．学習者にじっく
りと考えてもらえるようにかかわります．」9）と述
べ，教員が学生の学びの支援者として関わる重要
性について指摘している．しかし，今回は，教員
のマンパワー，授業時間の関係で，デブリーフィ
ングが十分に出来なかった．よって，今後どのよ
うにデブリーフィングを行うかが課題である．
また中岡は 5），技術教育の経験内容を明らかに

する目的で，自身の所属する大学の教員に調査を

行っている．その結果，75％の教員が他領域の演
習内容を把握する必要があると回答していたこと
を報告している．本学においても，教員が他領域
の講義，学内演習に参加することは稀なことであ
る．よって，どの領域でどのような看護技術をど
のように学習しているかについての把握は十分と
は言えない．今回，基礎看護学領域の学内演習で
あったが，他領域の多くの教員の参加を得て，シ
ナリオベースのシミュレーションによる技術チェッ
クを実施できた．参加した教員からは，「基礎看護
でどのような学習をしているのかを知る機会になっ
た」という感想を得たため，他領域の学内演習内
容の把握に繋がったと考える．
看護系大学が，より質の高い教育に向けたカリ
キュラム検討を行うためには「これまで報告され
てきた教育方法に関する研究知見を積極的に活用
するとともに，自大学に活用した際の効果につい
ても適切に評価し，更に効果的な教育方法に関す
る研究を積み重ねていくことが必要である．」 10）と
提言されている．　　
従って，今後も GOLDメソッドなどのシミュ

レーション教材を用いて，アクティブラーニング
を積極的に導入した授業設計を行っていく必要が
ある．さらに，これらの教育実践を，客観的に評
価し，授業改善に繋げるために，教育実践研究に
取り組んでいきたい．
なお，最後になりましたが，写真の掲載に快く
応じてくださった学生の皆さんに感謝いたします．
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Ⅰ．はじめに

2020（令和 2）年からの新型コロナウイルス感
染症禍中，学生の学外活動は大幅に制限され，臨
地実習を含め経験から学ぶ，貴重な学びの機会を
奪われていた．
医療専門職として，看護職を目指す本学看護学

科の学生にとって“対人援助を通じ地域社会の
人々と繋がり地域貢献する経験は，その後の成長
の糧となる” 1）と考える．安積ら 2）は，「看護を目
指す学生にとって，幼い子どもとの交流を体験し
ている者は対象への興味が高く，生命を慈しみ育
てる養護性の発達に効果がある」と述べている．
妹尾 3）は，「若者のボランティア活動における効
果として，人への思いやり・愛他的精神の育成に
つながる」と指摘している．

2022（令和 4）年に入り，段階的に新型コロナ
ウイルス感染症の感染予防対策規制が緩和され，
世間は少しずつ動き出した．この機会を逃すこと
なく，学生らが対人援助を通じ，地域貢献につな
がる機会の場を調整，提供する必要は急務である

と考えた．
そこで，本学の「ボランティアサークル」と「障
害児・者支援サークル・くれよん」の両顧問教員
が，学生有志の『施設で過ごす子ども訪問「ひま
わりの会」』の立ち上げを構想した．
本報告は，2022（令和 4）年発足後 3年目にな

る本会の発足から実践活動に至るまでの調整と活
動の振り返り録からの考察，今後への活動につい
て記すことを目的とした．

Ⅱ．活動開始までの調整と実際 

1.　施設側との調整 

活動拠点としたのは，開学以来ボランティアサー
クルと交流のあった，市内の児童養護施設に併設
された乳児院である．看護専門職をめざす者とし
て，様々な社会背景を持つ子どもたちの成長発達
支援を通しての経験は，対人援助を学ぶ機会とな
る活動であり，“愛他的精神の育成” 3）に繋がり，地
域施設で働く看護職の役割を学ぶ機会になると考
えた．

〈その他〉

施設で過ごす子ども訪問「ひまわりの会」活動支援の報告

春名　誠美＊，増田　由美＊，北井　真紀子＊，中村　いお美＊

Visiting children in facilities “Himawari no Kai”
Report on support activities

Shigemi Haruna＊ , Yumi Masuda＊ , Makiko Kitai＊ , Iomi Nakamura＊

Key Words： 大学生（university student），学外活動（Extracurricular activities），乳児院（infant 
home）

＊四日市看護医療大学　看護医療学部　看護学科
＊Yokkaichi Nursing and Medical Care University
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本会の発足にあたり，まずボランティアサーク
ルの学生らと共に「子ども達への成長発達支援と
様々な経験を対人援助の職の道に活かす」ことを
活動主旨としまとめた．そして，施設側へ依頼を
行うにあたり，学長に本活動の趣旨を伝え活動申
請を行った後，正式に施設への活動依頼を行った．
施設側との詳細な打ち合わせは顧問を含む有志

教員が行い，施設での活動内容・感染対策，年間
の活動日時と現地での振り返り会議の実施などに
ついて調整した．特に感染対策においては，施設
側の規約を遵守し活動前後の感染対策チェックリ
ストと活動後の確認報告を双方で徹底した．
実際の活動に向け前進したのは，学生たちの学

びたい，活動したいという思いが施設に伝わった
と記しても過言ではない．

2.　具体的活動実践に向けての調整

活動は，施設側の年間予定や施設規模と大学学
事の内容をすり合わせ，年 4回から 5回，1回 4
名まで，時間は午睡のある子どもたちの日課に合
わせ 2～3時間程度とした．
施設の特徴から，学生が安心・安全に活動でき

るよう教員の引率が必要であると考え，2022（令
和 4）年度から四日市看護医療大学看護医療交流
センター教員提案事業として，活動母体『施設で
過ごす子ども訪問「ひまわりの会」』を申請した．
初年度の参加者募集に向けた学生への周知は，

先ずは，ボランティアサークルと障害児・者支援
サークル・くれよんの両サークルメンバーを集め，
サークルリーダーの学生から本会の活動主旨と内
容を具体的に説明する場を設定した．専門知識の
学修に入っている 3，4年生を優先し，参加希望
学生数が両サークル内で定員に満たない場合は，
サークルへの所属有無は関係なく学年全体から
募った．多くの学生に参加の機会をもってもらう
為，初めて参加する学生を優先し，引率教員と参
加希望学生の日程調整はプロジェクトメンバーの
教員で行った．
参加する学生全てが事前に「乳幼児の発達と保

育」に関する学習を DVDで行う事とした．
感染予防と活動上の注意については，施設側と

取り決めた約束事や活動内容の規約について，参
加学生に紙面で配布し事前に熟読してもらい，遵
守の上参加するよう徹底した．

3.　活動内容と学生からの声

活動内容は表 -1【活動内容】に，活動回数と参
加人数については表 -2【活動回数と参加人数】に
示す．
毎回，活動後には参加メンバー全員で振り返り
を行った．可能な範囲で施設職員の参加を依頼し，
協力を得た．学生からは率直な感想や学びが聞か
れた．振り返り記録からの教員がとらえた学生の
主な気づきと感想を表 -3【振り返り記録から教員
がとらえた学生からの主な気づきと感想】にまと
めた．

Ⅲ．まとめ

本会の活動は，学生らに社会的背景をもつ地域
の乳幼児の成長発達支援を通し，対人援助を学び，
地域施設で働く看護職の役割を学ぶ機会とするこ
とを目的に発足した．これまでの活動の振り返り
から考察と今後への活動について述べる．
参加学生からの率直な感想をみてみると，対象
とする子ども達の素直な反応への戸惑い，生活支
援を通しての専門職の対応から多くの気づきや学
びを得ていた．石川ら 4）は，「大学生時代の課外
活動は社会人基礎力と関連している」，と述べてい
る．学生は職員の接し方から乳幼児の日常生活ケ
アへの心遣いや繊細な子どもの心理を汲むことの
実際を知り，また職員同士の連携等を含め，多く
の気づきを体験していたと考える．これらは，関
わる対象者は発達過程にある乳幼児であるが，“広
く対人援助の基本となる生命を慈しみ育てる” 1），
学び・気づきに繋がると考える．
また，社会的背景をもつ子どもの育ちの場で働
く看護師の存在を知り，多方面で活躍する看護職
の多様性を知る機会にもなったのではないかと考
える．
一方，“乳幼児期の子どもの発達課題として，人
に対する基本的信頼感の獲得があり，子どもには
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いろいろな大人と接することができる機会が必要
である” 5）．施設側からは，子どもと学生が相互に
理解し合えること，そのためには学生が学んだ専
門的知識を活かす場であるような活動が望ましい
との意見をいただいた．そして，参加した学生が
施設で過ごす子ども達をどう感じるのか，現場で
直接聞き，感じ，刺激を与えあうことのできる人
権教育の場でもあって欲しいとの思いを伝えられ
た．
また，活動への参加希望学生数は毎年増加傾向

にあった．そのため参加人数と活動回数を増やす
などの調整を施設側と適宜行っていった．この点
からも本会への学生らの関心の高さ，活動成果が
伺える．

今後も，「ひまわりの会」は学生の貴重な経験・
学びの学外活動の場として，これまで同様に先方
施設との調整を行い，協働し活動継続していく予
定である．さらに，施設での看護師業務や，多職
種との連携・協働についても考えられるような機
会も視野に入れていきたいと考えている．

Ⅳ．おわりに

本活動報告内容は，乳児院責任者との間で合意
のもとまとめたものである．
本活動において，多くの施設スタッフ，施設の
子ども達にこの場を借りて謝辞申し上げます．

表 -1　活動内容

活 動 前 体温チェックと手洗い・マスク着用

活 動 時 間 9：00～12：30

活 動 内 容 その日の担当職員（保育士・看護師）と共に，遊び（室内遊びや屋外での遊び）を中心
とした生活支援（着替えやおむつ交換，入浴介助，食事誘導，午睡誘導）を行う．

活 動 後 参加メンバー全員で現地にてその日の振り返りを行う．
（可能な範囲で施設職員が参加）

表 -2　活動回数と参加人数

活動年度 活動回数
／年

参加学生数
計 同行教員数

3年生 4年生

2022年度 4回 6 9 15 6

2023年度 5回 12 15 27 6

計（人） 18 24 42

表 -3　振り返り記録から教員がとらえた学生からの主な気づきと感想

・子どものパワーへの驚き
・触れることの大切さの実感
・子どものサインをくみ取る難しさ
・子どもの成長を支えるという意識
・褒めることと安全を守ることの重要性を知る
・体験してみないとわからない
・職員から学ぶ母親のような愛情と子どもへの関わり方
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4．要約は，原著論文には英文要約（abstract）及びその和文要約をつける．
総説・論説，研究報告，資料の場合は和文要約をつける．ただし，英文原稿の場合，英文要約のみ

をつける．英文表題では，前置詞，冠詞，接続詞以外の単語及び文頭の最初を大文字とする．英文要
約は，ダブルスペースで印字し，フォントは Times New Roman，12ポイントで作成する．英文は，
必ず英文校正業者か英語が母国語の専門家による校閲を受ける．

5  ．研究本文の書式は，A4判用紙に横書き 20字× 40行で 2段組（1,600字）とし，適切な行間をあ
け，必ず用紙の中央下にページ数を記す．各ページの左端に行番号を表示する．図表は白黒単色で印
刷する．カラー・グレー印刷を希望する場合は，執筆者負担とする．原稿は日本語又は英語による記
述とする．和文原稿の外国語はカタカナで，外国人名，日本語訳が定着していない学術用語などは原
則として活字体の原綴で書く．
略語は，初出時に正式用語で書く．図表及び写真は印刷のために，A4判用紙 1枚に 1点とし，図 1，

表 1，写真 1等の番号をつける．本文とは別に通しページをつけ，用紙の中央下に記す．挿入希望の
位置を本文右欄外に朱書する．図表の表題は，図ではその下部，表ではその上部に明示する．

6．文献記載の様式
（1 ）文献は，本文の引用箇所の肩に 1），2）のように番号で示し，本文の最後に，引用した番号順に
整理して記載する．

（2）著者名が 4名を超える場合は，3名まで記載し，○○他とする．
〔記載方法〕

雑誌掲載論文

　　著者名（発行年次）：論文名，雑誌名，巻（号），頁．の順に記載する．
－例－

1）丸山律子，田中有紀，秋本菜穂，他（2009）：リアリティショックに陥りやすい新人看護師の傾向とパー
ソナリティの関連，産業精神看護，16(3)，156–165.

2）Brooker, D. & Baheti, A. J. (2004). Treatment for person-centered care. Journal of Gerontology, 
13(3), 215–222.

単行本

著者名（発行年次）：書名（版数），引用箇所の始めのページ –終りのページ，発行所，発行地．の順
に記載する．
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－例－
3）木下康仁 （1993） ：老年ケアの人間学（第 1版），113–143，医学書院，東京．
4）Spradley , J. P. (1979). The ethnographic interview. USA : Wardsworth Group.

単行本の一部（例えば書籍中のある章）

著者名（発行年次）：章のタイトル，編集者名，書名（版数），引用箇所の始めのページ –終りのペー
ジ，発行所，発行地．の順に記載する．
－例－

5）長田久雄 （2007）：第 1章 高齢者の感覚と知覚，井上勝也，木村 周編著，新版老年心理学（第 13版），
1–13，朝倉書店，東京．

翻訳書

原著者名（原書の発行年次）／訳者名（翻訳書の発行年次）：翻訳書の書名（版数），頁，発行所，発
行地．の順に記載する．
－例－

6）Denise, F. P. & Bernadette,P. H. (1987)／近藤潤子監訳（1994）：看護研究　原理と方法（第 1版），
174–190，医学書院，東京．

電子文献
著者名：タイトル，アドレス，閲覧した年月日 .の順に記載する．

－例－
三重県：三重県勢要覧（平成 18年刊）人口・世帯の基本属性，http://www.pref.mie.jp/dataBOX/yoran/

yoran05/yoran010.html, 2007.5.21.

7．論文が受理された後，共同執筆者は，掲載同意書（様式３）を提出する．

　　附　則
この要領は，平成 19年 6月 20日から施行する．
　　附　則
この要領は，平成 20年 7月 16日から施行する．
　　附　則
この要領は，平成 22年 4月 1日から施行する．
　　附　則
この要領は，平成 23年 4月 1日から施行する．
　　附　則
この要領は，平成 29年 12月 1日から施行する．
　　附　則
この要領は，令和 6年 4月 1日から施行する．
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本学は，本年度，学部臨床検査学科開設から 5年目を迎え，大学院看護医療学研究科臨床検査学専攻
を開設いたしました．臨床検査学科設置後初めての同学科からの投稿掲載となりました．宮﨑德子助成
金採択者必須項目としての紀要投稿の 1報となります．令和 6年度紀要第 18巻第 1号は，研究報告 1編，
資料 4編，その他 2編の計 7編を掲載いたしました．
また，私が委員 5年，委員長 3年を経験した間で 2021年 6報，2022年 9報（寄稿を含む），2023年

6報，2024年 4報の経過となっています．これまでのHP掲載から，2年前から開始されたリポジトリ
掲載で外部からの閲覧回数も増えたと推測され，紀要掲載を通して本学の研究が益々，外部へ発信でき
ればと期待をしています．また，大学内での研究報告だけでなく他施設の諸先生方からの依頼寄稿を掲
載している紀要もみかけます．これまでも寄稿掲載はありましたが，これからもより一層その方向性の検
討を行なっていきたいと考えています．
末筆となりましたが，投稿者，査読者，編集委員の皆様に心から感謝申し上げます．

 （委員長　星野　真理）

編  集  後  記

紀要委員会

星　野　真　理（委員長）
杉　崎　一　美（副委員長）
久留島　実　姫
山　口　央　輝
髙　塚　麻　由
塩　澤　志　保（編集事務担当）

査読委員（五十音順）

大　西　信　行 小　菅　優　子
杉　浦　　　諭 多　次　淳一郎
千　原　　　猛 豊　田　妙　子
三　好　陽　子 森　　　啓　至
森　本　　　誠 吉　田　和　枝

四日市看護医療大学紀要　第 18 巻，第 1 号

2025年 3月 3日発行

編　集
発　行 四日市看護医療大学

〒 512-8045　四日市市萱生町 1200 電話（059）340 – 0700

印刷所 伊藤印刷株式会社
〒 514-0027　津市大門 32-13 電話（059）226 – 2545







四
日
市
看
護
医
療
大
学
紀
要	

第
十
八
巻
　
第
一
号	

二
〇
二
五
年
三
月	

四
日
市
看
護
医
療
大
学

Journal of Yokkaichi Nursing and Medical Care University
Vol. 18, No. 1, March 2025

CONTENTS

Yokkaichi Nursing and Medical Care University

RESEARCH REPORTS
Trends in disaster nursing education content taught in nursing degree programs 
in Japan; Through syllabus analysis
       …………………………………………………………………… Naomi Kotera, Junichiro Taji, Kazuma Mori 1

BRIEF REPORTS
Survey on the practical skills required for public health nurses at medical
institutions to promote community-based integrated care
       …………………………………………………………………………………………………………………… Kimie Otani, Yuki Goto 9

Is HHV-6 DNA Copy Number in Saliva a Useful Stress Marker of 
Student Stress During Clinical Training?
       …………………………………………………… Yoshihiko Enomoto, Sakura Higashi, Masaru Ihira
       ……………………………………………………………………………………………………… Tadayuki Iida, Yasuhiro Itou 25

Literature review on the impact of working in old age on health
       ………………………………………………………………………………………………………………… Yuka Fujii, Yuuko Satou 31

A literature review of visiting nurses’ support from the perspective of 
the narratives of end-of-life care people recuperating at home
       …………………………………………………………………………………………… Iomi Nakamura, Shigemi Haruna 39

ACTIVITY REPORTS AND OTHER
Classroom Exercises Aimed at Preparing for Clinical Training
― Simulation-Based Blood Pressure Measurement Technique Check ―
       ……………… Miki Kurushima, Iomi Nakamura, Kasumi Hayashi, Junko Kusano
       ………………………………………… Naomi Kotera, Yuka Fujii, Yoko Matsuda, Makiko Kitai
       …………………………………… Yuko Sato, Chika Furuta, Saki Nagasumi, Yuhi Okamura
       …………………………………………………………………………………… Kari Baba, Aiko Ito, Naoko Uegomori 49

Visiting children in facilities “Himawari no Kai”
Report on support activities
       …………………………Shigemi Haruna, Yumi Masuda, Makiko Kitai, Iomi Nakamura 57




